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国際摂関における養衣残留規制対餌の動向 石fT累次

所出却i杓)

Ⅰ. 序 言

皿作物に加害する病菌,苦虫,雑草などの有害生物

を防除するために,農作物に散布した り,栽培田場の

土壌に施用した員英やその分解生成物が凸産物に残留

し,それらの凸産物を食物として摂取すろ人々の休内

に侵入して.長年月の問には人々の組成を召するおそ

れがあろうことは,古 くから江志されており.ひ諺';な

ど一部の凸燕成分については.班田尻の規制が職-fruか

ら行なわれてきた.しかし,出薬蛇田の規制について

各国が今日ほど大きな関心をもつようになったのは.

節2次世界大槻後の右脚 ヒ学工菜の発展とともに,多

数の有機合成殺虫剤が開発され,そのす ぐれた効果

のために大量に使ITlされるようになり,しかもそれら

の中には DDTのように化学的にきわめて安定した化

合物があって,出来の残留が折々として検出され 人

体からもその讃稲が報告されるようになったためであ

ろう.有機合成n薬の開発と実用化の先刷を切ったア

メt)カ合衆国の満会は1954咋に食晶 ･薬品 ･化耶品法

(Food,DrugandCosmeticAct)にいわゆるミラー

議貝改正を行なって,企品申に残田を許牢するE3薬の

分売を法的に規制した.これに次いで,英田,オラン

ダ. ドイツ.スイス,ソビェト迎邦などの欧州諸国や

カナダ,オーストラリア,岡アフリカ共和国なども.

E3薬の班用nの政和にかんがみ,このような規制の制

定を考はし,またはこれを検討する動きを見せたが,

怨薬の残留やその汚性についての資料が不足していた

ために,合理的な招匿を確立するのに困難を感じた.

一方,周知のように,虚産物は式要な国際貿易商品で

あるが,各国が良薬の残留を勝手に規制すれば.瓜成

物の円桁な流説がmm･されるおそれが多分に悠せられ

た.このような取 Ilから先述riqの関には左等英紙四mの

規制は同郡lrJな兆叩のもとに火舶すべ きであるとの志

兄が続出してきた.

わが円でもEq<花物におけるE3薬の残留については近

咋rq民の関心が捕まり.城田を規制する桝田の設定と

その火鮎が放く%TTiP.されるようになった.そして昭和

43咋3月には4允lVl(りんご.ぶどう.き′うり,とま

(村学技Wl庁),柿沢丘次郎 (n杯竹員業技術研究

と)を対毅に5和の凸atj(B‖C,DDT,パラチオ

ン,ひ素,鈷)について税印許界爪 (トレランス,

Tolerance)が設定され,6カ月の猶予Jm関をおいて,

実施された.

1967年の時点で,世界では500j=25托規程皮の既読号

が使用されていろと言われている.またtu界の各W.

各地域で発生する税Eif虫やmlI'Cの和)孔 その発iL!様相

が児なっているので.ulmきれていろE3難の和刑や班

FT]_R.位JT]方法 も州なっている.そのうえ各r叫によっ

て同氏が15!服する公物の打切や爪も迎うので.各円を

通じて同一の城田許界爪を設定することには.FT!納上

の関城 もある.しかし各円が独白にこれを設定するの

に必BLとするであろう1JLC大な労力と托金と時mを節約

し,他而では的逃したn産物の流通の氾乱を防止する

ために.阿迎食和凸T3横柄 (FAOJ と1旺界保郎卿乃
(WHO)は,凸薬の蛇田の妥当な規制方法を映Nし.

それに必iTu.Tiな作_7!を進めてきた.叔近この間機関の努

力によってn譲与城田規制の井本的な考えはほぼ櫛立し.

It:朝なE3矧 こついては残m.Tr･容抗のInだが進められて

いる.しかし,肌述したように瓜矧 ま和刑が多く,班

用の桜頂がT･E…万別であるうえ.出来やその分脈生成

物の但性乃性,出作物におけろ班別のrJi頂について托

料が充分に利用できないために,残田許容Iaを設疋す

る作業は遅々としか進んでいない.

思案残留問題の国際的動向については,これまでに

わが国内でもかなりの機会に紹介が行 なわれてい る

が1~8),ここに FAOおよびWHOを中心とした活動

を班概して,わが矧 こおける今後班の田許容iJTtの設定

と.それを火鮎するさいの容巧に托したい.

ⅠⅠ. 作♯栂捕設置までの経過

今日FAO とWHOの小には,出来の残留規制開店

を扱う機ffqとして.FAO左芝来賓fl会良薬残留 (専門

蘇)作業部会 (FÅo (Expert)WorkingPartyon

PesticideResidue,FÅoCommitteeonPesticides

inAgriculture),WHO袋薬残留専門家委員会(WHO

ExpertCommitteeonPesticideResidues),FÅo/

WHO 食品規格委員会総会農薬残留委員会 (Codex
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AlimentariaCommission,Codex Committ'ee.on

PesticideResidues)がある. FAO とWHOがこれ

らの委員会や作業部会を設けて,旗薬残留の問題に取

組むまでに呼,次のよt.うな経過があ7た･

周知のきうにFAO昼1945年,第2次世界大戦終了

垣後に,戦時中に荒廃した成業生産を快投し,後進国

の農業振興を目按に設立されたので.氏薬について当

初は有効な利用方法を開発し,それを普及するのに忙

しかった.その間,有機合成袋矧 ま数々の病害虫の防

除に画期的な効果を収めたが,1955年に至って地中

海地方のオ1)-プ栽培で虫も歪要な苦虫であるオリ-

プミバエ DacusoEeaeの防除にパラチオンを使用し

たところ,オ.)-プ油の中にパラチオンの残留が検出

されたことが,この害虫の第 2回防除会議で報告され,

FZ'J出となった.この頃欧州では投薬の使用量が急増し

ており.それに作なって良薬の互曳留だけでなく,農産

均の峠や番りに対する恕膨軌 ミツパテなどの虫妹尾

山の活動に対する雄皆.なども注目されるようになっ

ていた.その舶姫,1958年に閑鵬された節10回欧州戊

苅衣fl会 (TheEuropean Commissionon Agri-

culture,lothSession)では,出来の不照明な班用は

イJLDな城留を生ずろだけでなく,E3産物の香味や ミツ

バチなど山賊昆虫に.i出形甥を与えるが.これらの恋形

矧 土山瓜の収･;rlや班用に規制を加えることによって軽

はできる.ことが考えられるうえ,FAOはすでにこれ

らの分野で湘/fを開始していたので.FAO朝務総長

に対し.他の関原機関と協力して.出典に関する詰問

出を快.付する小文を計固するよう勧告が発せられた.

1. FA0農薬利用専門家金言Aの開催7)

こ.の紬/Jiにこたえるため.FAO事務総長は翌年

(1959)4Jj.以北およびJLほ物の棚田家7名からなる会

合を召災して.(1)出業における投薬の役割,(2)農薬の

班用が名品山.野生鳥獣,魚想,家畜,土壌の生産力,

出産物の香味および品質に与えろ悪影響,(3)食物およ

び飼料における残留,(4)農薬の安全な使用,(5)良薬の

仙川にともなう危智を最少眼に止めるための法的規

刺,などの謂問超を検討した.この検討では.農薬の

班軌 ま出超物の消出石の安全性を確保するために重要

なrLu出であ.ら,新出射 ま病召出に対する防除効果の点

では従来の出兆よりすぐれていろが.蛇田の観点から

は,従来の出兆と同様に不都合な点があることが認め

られた.またこのときの検討で,出来残留血に関係あ

る要因として,米国の国家研究会試食品栄養部食品保

設委員会が明らかにした諸要因,すなわち(1)良薬の施

用量,(2)良薬の施用時期と食用に供する部分の発育時

期の相対的関係,(3)最後の施用から収穫までの経過胡

臥 (4瀧 田氏薬の消失および分群速度とこれらに対す

る温度,日光,風,降雨などの宅診響.(5)作物の生育に
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よる残留量の相対的な減少,(6)作物に対する付着ない

し吸収.(7)残留良薬の除去方法の効果とその普及程凪

な̀どが関与することを確認した.この時の会合はまた

:･各国が農薬の残留を規制する組級を設ける場合には･

公衆符生機関のほかに作物および家畜の保証機関のLu

･係者も参加させること,残留に関する資料のI話相性は

分析方法の感度,特異性,再現性などに依存している

ので,これらの点についての研究を強化すべきこと,

またFAOとWHOは(イ)食物および飼料中に存在する

農薬の残留による消只者の危象 (ロ)残留許容血の設rji:

についての原則の確立,(,,)良薬を安全に位用するため

に必要な是非の享!1性ならびに残留に関する資料をrql㍗

的に統一した基準にもとづいて蒐災し,苔L'1する可能

性,(i)忠産物の消㌍者の安全性を確保するために,現

在実施されている諮対節を大衆に周知させる適切な方

法を研究すべきことを勧告した.

2. FAO良薬産業代表者会誌の開催8)

1961年 5月,FAOは飢鯉救済運動 (Freedomfrom

HungerCampaign)の推進にBg迎して,出来の効封

的な班用を推進するのにE!英産業界の協力を柑るため,

その代表者会議を閃他した.この会議には欧州の9カ

国と米国の主要農薬会社および協会の代表者が参班し

(イ)思産物の増産,品田の改良,貯蔵 ･輸送中におけろ

損耗防止に投薬を安全かつ効果的に位用する方法,(ロ)

病苦虫防除と他の段作業との相互関係,(-)地方職員に

対する病害虫防除技術の教習訓練,(=膿薬の登録およ

び販売についての重要事項の国際的統一,(ホ)病害虫防

除に関する情報の蒐災 ･弘報事業をFAOす概 総長の

監督と氏兼業刑 も表の助言のもとに実施すろこと.な

どが検討された.これらの申業は直接には出光の城田

規制と関係はないが,良薬の合理的な利FT]を抑逃し.

残留を滅少させる間接的な効果は十分に期待されろも

のであった.この会合では給紙122.6万 ドルの経2TLを

もって中央(ローマ)および3地域に専門家を'Bいて出

来の合理的な使用を推進する案まで承認されたが.そ

の後.業界の足なみが揃わず,この出恭lLl･及u7佃 確は火

兜をみるには至らなかった.

3. FAO点薬利用専門家 ･WIIO鼻薬残留専門家

の合同会議9)

FAO とWIiOは1959年にFAO岩主薬利用叫門家公

認が農薬残留問題をはじめ,投薬の使用にtNする純El'J

超を検討したさいに行なった試報告のうち,企吻およ

び飼料における出薬の残照による出産物納空tl者の危被

啓,残留許容虫を設定する場合の屈i則.出光を公全に

任用すろために必要なill性および残矧 こ凹する托料に

ついて国際的な韮準を作りうる可能性を検討するため

に,1961年10月に出水利fT]の印Prl家と出来蛇田(-Jは性)

のTIS･門家の合同会議を悶供した.この会議では今日E3
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兆班矧."J皿を;諭.TjSすろさいに.7;引こ班川きれろ班々の

術語.1について定式が作られ,残問許･苓_Tltの設定に必朝

なJr,･木的な1J叩lとKr･'容In投光の-jJJ式が捉黙された.

E!iI3班矧.1.J也に凹旅すろ術.1.1は その定矧 ま.後にし

ばしばふれるように.肘.mと刑死が逃むにつれて訂正

きれたり.追加されているが.この会.TjSでは次の5つ

の術.Tlifこついて.従弟が作られた.

1. 残附 (Residue).肌物または動物の体内または

体上に班存すろ盟柴 (Pesticide)の化学成分,そ

の誘惑生娘物 (derivatives)および添加物をいう.

蛇田_Titは試料の生体重に対してppmで表示する.

.2. 食品系数 (Foodfactor).考察の対象とする食

品または食品群が全食事昆 (Totaldiet)中で占

める平均的な割合で,ある国における食部員の詳

細はFAOが発表する食糧市給糞その他郊似の托

一 料より狩ることができる.

3. 1日当たり拐取許容血(Acceptabledailyintake)

全強派を皿じて化学物11を1,TtJkLT:場合,その時

点において明らかにされているすべての91実に欲

して評lIniすべき何等の危険を生ずることのない1

日当たりの1,T!放血."評桁すべき何等の危険がな

い"とは全生狂に亘って化学物矧 こ曝露されても

障告が実際に,また孫文におこらないという意味

である. 1日当たりの摂取許容虫は食物の【榊こ検

出される化学物質として体式kg当たりmgで示

す (mg/kg/day)(以下ADIとWJ記する).

4. 許容限界 (Permissiblelevel).ADI,食品系数,

農産物の約2tl者の仏式から群山きれるもので,食

品を約円すろ場合に含有を許容される蛇田の (殻

高)孤庇であろ.許容限非は食品の生並立に対し

て ppm で示される.

5. 残留許容_Gt(トレランスTolerance).適正な班

用方法 (Goodagriculturalpractice)にもとづ

いて射 りした出来の残田虫の変動の帽と許容限界

を考はして,食品を消粥に供する時点で許容され

る残留の氾皮.残留許容塁は許容限界を超えるこ

とはできない.また残留許容虫は適正な使用方法

にもとづいた残留丑が許容限界以下であるかぎり,

残留値の上限よりもやや高い値に設定することが

況乱を防ぐことになる.

上述したt/i:矧 こもとづいて.この合同会議はその和

むItffに城田3'F額_rLt.批正の引例を和介した.また柵こよ

っては民の企相の刑T2位81や体Irtが州.なるので,FR油

r伽こは同じ皿超物に対して.矧こよって･jrd･なった税印

許容htが.nTi:される可能性がある.しかし合F']会JBSは

ADIや食fTLtの粥川様相がn)Jらかにされていれば. そ

れによって瓜花物のLilr環的流通が111lt召されることはな

いであろうという礼節を明らかにした.

以上のほか.この付lーJ]会矧ま出紫の安全な桃川をtLLi

進するには.出灘gfl氾Ti=E･は凸紫の利用閃矧 こあたろ

機関と御 衣な迎桁をとり.ilj比や成矧 こついての托料

を交換すること,出水の班mを税制する手段としては.

各F11のlJFIJ7に応じて陥入および割出を励制する方法や

E?<灘を収･;-3する場合に登録をJAti求する方法,登録した

うえf!jh'の出来について使用を規制する方法など,班

々の孜朋と方法があることを指摘した.さらに投薬の

適正な班用を奨励するには,農薬の使用を規制する作

物,f正大班用塁および使用回数,最終施用時期,最終

舶用時期から収穫までの期間などを定める必要がある

とした.そして消費者の安全性を確保するには.残留

許容員を設定して,出産物を監視する方法と,残留許

容員を目印Lに最終鮎川時から収位までの期間を定め,

これを田中する方法とが巧えられるとした.当時前者

はアメリカ合衆｢札 カナダ.オーストラ.)ア,ニュー

ジランドなどで火雌または枚対されており,後者はオ

ーストリア.ベルギー.フランスで採用されていた.

この合nlJ会議はまた出典のui川にともなう危険を軽

みRすろには,(イ)段薬の矧 '/.1･flE血と人体に対する選択

的Tu性を理解するために.苦虫,植物および温血動物

における堤薬代謝の研究が韮要であり,この種の研兜

は特定の病害虫に有効で,人畜に彫響の少ない農薬の

開発に役立つこと,(ロ)食物の加工や調理にともなって

おこりうる農薬の変化を明らかにすること,(A)単独ま

たは混合した残留を迅速,かつ正確に検出し,同定で

きる分析方法を研究する必要があること,(i)農薬と他

の化学物質の人体および動物に対する連合作用,農薬

が食物の栄丑価に与える描矧 こついても研究する必要

があることなど.各般の研兜を強化する茄変性を指摘

した.またFAOおよびWHOの耶務総長に対しては,

(イ)経皮†'J岨 LWJ冊の噸将(出光に対する)の膨響-と

くに発焔別淡を含めて-など.出光の宙性を迅速かつ

正椛に評価する方法を研光すること,(ロ)適正な使用方

法によって班用しても凸産物に残留する農薬について

は,荷物学的な資料を評価し,その結論を ADIのか

たちで発表すること,(Jl)可無視摂取量 (insignificant

または inconsequentialintake)を定める原則と手段

を研究すること(i)食品中の農薬残留を測定するのに検

査機関が使用するために国際的に受け入れられる検査

方法を設定する共同研究を行なうこと,(I+.)農産物の生

綻および貯蔵に佼用される員炎のあらゆる面について

既発払 未発滋を問わず,科学的な情報および規制に

ついてIlfj的け -ビスを行なうことを要望した.

4. FAO典薬垂民会 (第1回)の開催11)

約述した謂余分で FAOおよびWHOは農薬に関す

るul.El'J足弓を脳別してきたが,1961年11月に閑倦された

FAO の那11FT]総会では,これらの問題がまた討議の

29



防 虫 科 学 第 34 巻-Ⅰ

対決となった.その結果,FAO事務総長は,委員会

を放けて,早急に解決節を検討するように,決議をも

って出.iJlほ れた.そのため串務総長は FAO点薬委員

会を.披け.1962年7月に放初の会合を閑解した.この裏

11会は(イ)出光の班用および販売にBgすろ諸Iが項と投薬

にLuする政府間会談の計画および組鰍 こついて FAO
り【拐総11に助言を与え,また邸務総長を補佐すること

(ロ)この表口会の下部組織として,忠薬残乳 職業上の

危at,登録,袈'17,版完,殺虫剤に対する (害虫の)

抵抗性などの特定問屋を検討する機構の設置を事務総

長に勧告することを主な任務として設けられたもので

ある.第 1回の会合では業務計画として,(イ)農薬の使

用と販売の進展状況を常に調査して,農薬の使用を改

善するのに各国および矧祭的組紐が行なうべき努力を

推進し, これを調超すろために,FAO事務組長に助

言を与えること.(ロ)この蚕fl会の下部横川として設け

られる作菜部会の活動を辞去し,かつ助言を与えるこ

と.(Jt)他の国際機凶との共同作菜を必要とする問庖お

A:び活動について,郎務総長に助言を与えること,(i)

出光の11-効かつ安全な班用について情報を組め.また

それらをJLld知させるために,FAOの職員に助言を与

え,またmiiを文抜すること,(I+.)出≡掛こついて事務総

点がこの盃11会にlT,(t会するgi項を検討すること.を確

認した.

投薬残留問題については,この節 1回の会合で虫非

残留作菜部会(WorkingPartyonPesticideResidues)

の開設が討試され,これまでに1959年の良薬利用将門

家会議.1961左t三の出兆利用可門家 ･出非蛇田部門家の

合同会Inが出兆班矧LtJREiについて検討してきた結果が

全面的に承認された.新たに設けられる投光班田作業

部会はWIiOと密はな迎給を保って(イ)1日当たり摂取

許容出,(I,)戎田許容凪 (-)残留分析方法,(i)E3非の適

正な峡用より生ずる誠田虫の調査,(I+.)残留消失率の調

査を行なうべきであるとした.また1961年の出来利用

専門家 ･良薬戎留邸門家合同会議が FAOとWHOに

要諭した5つの事項の研究はきわめて韮要であること

を指摘した.なおこの頃までにすでに数カ国は残留許

容畠の設定に若手していたが,残留許容量は現実的に

設定されなければ,病害虫の防除は混乱するであろう

し,また忠産物の国際貿易に対しても防壁に恋用され

るおそれがあるので.良薬残留作業部会は他の作文部

会に優先して設置されなければならないものとされた.

ちなみにこの委員会は投薬蛇田作菜部会のほかに, 班

来の登録 ･滋示 ･柿板の作光部会.袋井ElH虫の殺虫剤

拡抗性にLNする作Tl部会.出典の班用 ･取扱いに作な

う危ff.Jl･を取扱う作業部会の鵬故についても検討した.

5. FAO良薬金紋の開催11)

FAOは投薬委員会がgi務総長に提出したjit業計画
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について,加盟諸国の焚同を得るために,1962年11月

ローマに FAO良薬会議 (第 1回)を閲縦した.この

会議には35カ国および国際原子力機関 (IAEA),国

運労励機関 (ILO), WHOなどの代表者が山I.lL,Pし

て,良薬の蛇田,登録.承認,表示.抵抗性.生物的

防除法と化学的防除法の総合化,危被EjJ'･,開発途上国

における投薬班用にともなう特殊問払 出非情軌 な

どについて討議を行なった.

良薬の残留については,事務局から紅炎された出光

残留作業部会の設置が承認され,良薬蚕Ll会が指摘し

たと同じ理由で,尊機 総長に対して早急に殻皿するよ

う要望した.このほかこの会議は良薬の登録 ･承認 ･

表示作業部会,害虫の殺虫剤抵抗性作業部会,出光利

用者の安全性に関する作業部会の開設と,点薬関越に

ついてのFAOと他の国際機関との協力の始化 FAO
の出来情報の蒐災弘報の酬 ヒ,開発途上矧 こ対する捕
害虫防除磁貝訓練センターの設超などを勧告した.

また出来残留作業部会に対しては (1)出光のi.J性と

その検定方法,(ロ)蛇田許容虫統一の可能性.(,,)分析方

法の調鑑,(i)残留に関する資料のn-非3.78乱 (I+I)戯兆開

成に関心をもつ政肘が研究に俊先唄位を付けろのに役

立つ農英名の .)ストの作成にとくに配慮するようIAi出

した.

ⅠII･ 残留作業部会の設置と残留許容量設定作業

1･FAOBt薬委民会とWE0農薬残留専門家委員

会の合同会議 (第 1回)の開催12)

前節に述べた諸会議での討議を迅じて,投薬の残田

に対して出産物の消出者の安全性を砕保するためにと

るべき万邦が明らかにされたが.そのために残留許容

虫を設定するには.まず出井の ADIを明らかにする

ことが必要であった.

このためFAO濫造薬委員会とWHO孟逢米紙田叫門家

蚕貝会は1963年10月にジュネーブで合同会談をDIl帆し.

当時砧性について資料が比較的多く利用できると増え

られた37種の良薬について,成分化合物の生物学的相

性や急性,慢性超性を検討し,人体に対する ADIを設

定しようとした.わが国からは国立循生試験似地肌 ほ

性部長が参加した.まず良薬成分化合物の作用機川を

明らかにし,長期に亘って投与した場合にも:rBi膨皆を

生じなかった紙彩響投与出 (No-effectlevel)を兜泌.

それに遊づいて ADIを設定しようとした.火映動物

による試験結Iniから人体に対する安全性を推起するに

は 100位の安全系数が適用された.しかし,多くの出

来については資料が不足し.ADIを評俄できたの は

16位にすぎなかった.検討の対象となった出水および

設定された ADIは節1誠に示す迫 りである.
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m1'R FÅon炎蚕n会 ･WHO出発班田村門家委員会合同会議 (節1回1963)が ADIの設定を

検討した出来と.そのさいに設定された ADIの値

Aldrin
Dieldrin
Endrin
Chlordane

IIeptachlor
Endosulfan

Lindane
DDT

Methoxychlor
Chlorbenside
Chlorobenzilate
Chlorofenson
Demeton

Demeton-S-methylstllfoxide

Dimethoate
Malathion

Mevinphos
Phosphamidon

0-0.0125mg/kg.
0-0.005mg/kg.
0-0.long/kg.
0-0.01mg/kg.

0-0.01mg/kg.
0-0.0025mg/kg.

0-0.0025mg/kg.
0-0.004mg/kg.
0-0.02mg/kg.

2. 第1回鼻薬残留作業部会の開催と検討事項13)

前qiの合同会談から2カ月後,1963年12月には出来

残田作業部会のml回の会合がローマで閑解され,わ

が国からは筆者の 1人,石缶が参加した.

この第 1回の会令では,この作業部会の任務が(イ)E3
英の詔性,(ロ)出某紙田の分析,(,1)忠英残田許容丑,

(i)残田に関する汗料の収腿などの出来蛇田間屈につい

て FAO事務絵長に助言し,またこれを祁佐するもの

であることを碓記し,2カ月前に閑他された前項合同

会議の報告古の内容,各国におけろE3薬残田規制の放

近の郡情.国際貿易Th一助で収扱われている宋戯現その

他の戊産物における出来の残乳 残留許容虫の設定に

さいして考慮すべき可叩 .出来残留についてのFAO/

WHOの作某と後述する食品規格設定計画との関係,

および分析方法について,一般的な意見の交換が行な

われた.主な点を略記すると次の通 りである.

(1) 合同会議報告苔について :国や地域によって体

式が異なり,食郡の内容が異なるために食品系数が只

なるので,良薬残留の許容限界は別個の情が訊 山され

ろ可能性が大きい.残留許容坑は防除と両立できる水

朽ちで定められろことになろうが,それにしても.aT･容

限界をこえて混在するべきでないことが依認された.

また出講与は鮎川された時点では111-の化合物であろう

が,班矧乙は作物や家#T'が剛 ヒ,分解した生成物が含

まれることに田芯すべきであること,戊弗名はなるべ

くrlqI郡伊那機flq(ISO)が紀男する名称を使用するこ

とが安当なことを柿.lBした.

:2) 各国における出非城田の規制について :参加者

Parathion

Methylparathion
Chlorthion
Diazinon

Azinphos一methyl
Propham
Chlorpropham
Carbaryl
Captan
DNOC
Thiram

0-0.005mg/kg.
0-0.01mg/kg.

0-0.0025mg/kg.

0-0.02mg/kg.
0-0.1mg/kg.

0-0.025mg/kg.
Ferbam
Maneb
Nabam
Zineb
Ziram

Phenylmercuricacetate 0.00005mg/kg.

Triphenyltincompounds
Leadarsenate

が｢個 における状況を和介したところでは.出来の残

即の規制はすでに残fYt.Tr･'群.rTtを放出し災舶している国,

城田m･'Bfltの放血 こ労力していろ【札 何等の拙斑もと

っていないrf4など.71fIlYはまちまちであった.またす

でに城田の規制を実地していろ回 (アメリカ合衆国)

でも新しい知見にZIr,･づいて円検討が行なわれていると

いう状怨であった.この作Ti部会はまず各国にある残

田にLWする托料を苑IJ!すろことが必要であるとし,こ

れを FAO･!jIWJ総良を池じて各回に公望することとし

た.またオブザーバーとして山柁していた農薬業界の

代表は,･m外も残田に関するだ料の提出に協力するこ

とを約射した.

しかし残留許容塁を設定する袋産物の恥閲や,残留

許容量の扱いについては,会議の参加者の間で意見が

分かれた.意見を大別すると,(イ)残留許容量は国際貿

易に入る食品に限るべきであるという志見.(ロ)え乾田許

容塁は点薬の適正な班用に関係するもので.回内で消

空でされる段産物に関するかぎり.蛇田許容Iaの設定方

法は.そのrqの['=川こ任すべ きであるという芯兄,(A)国

際貿易の対淡となるかrI的 消Tlにあてらるべきかにか

かわらずすべての欠品について.叔少取舵の残留許容

mを設定すべ きであるという.la比になる.しかし当時

FAO 加盟同の小でもE3超物rFTの良薬の残留を検出 ･

証uTi:し.J=3L制矧IVlをとるだけの技術的能力を有する国

はきわめて少数にとどまるものと推汎されていた.ま

た残留の規制には動植物の休内における農薬の同化生

成物の研究が非常に重要であるが, この種の研究には

多額の経費と熟練した技術者を必要とするので,FÅo
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は現在この種の研究を実施している国やこれから実施

しようとしている国々の研牙を調整して,不用な重役

を避けるべきで中るという意見が出された･I

(3) 由際交易に入る禾穀斑その他の恩産物にPける

良薬の残留について :作業部会は国際交易の対象とな

る貯殻における員薬残留については,当時ほとんど利

用できる資料がなく,したがって残留に関するデ-タ

を得るために,輸出国と輸入国の間で共同研究を開始

する必要があることを痛感した.また貯穀害虫の防除

にマラ≠■ォンや ･)ンデンなどの良薬がどの程度に利房

されているのか,これらの良薬が穀類の貯蔵の過程で

どのように変化するかについても,ほとんど有用な資

料を見出すことができなかった.それで作業部会は

FAO 加盟国から主要毘産物に佐用されている良薬の

使用状況について資料を収災する必要を痛感し,資料

を収鎚する噸位として.(1)宋殻規および豆Bi,(2)肉お

よび内型法品ならびに瓜狭くアフ')カなどでは魚の干物

を製造するさいに,ハエ籾の防除に殺虫剤を散布する),

(3)架火といも獄を含む野菜籾,(4)油脂ならびに抽粒子

火を止めた.さらに禾穀類を俊先した場合,とくにく

ん雑則のiii性を検討する必要があること,除草剤や胎

物成山.?.'d節剤の班用が土削 Hしているにもかかわらず,

それらのえ曳田についてはほとんど知見が得られていな

いので,その班川虫や朝田出についても調査を行なう

必要があること,などを指摘した.

なおこの作業部会はFAOとWHOが.令同してADI

の決定を急 ぐべき投薬を.茄2表のように逃定した.

(4)残留許容虫の設定に周迎して必要な資料 :作諮

部会は良薬残留許容虫を勧告するに当って次の資料を

必要と考え,FAO が早急にこれらのff料を収LJiする

ように要請した.

(イ)現在個々の食品および (または)出光について

施行されている残留許容出の 1)スト.

(ロ)､員薬の残留許容立を設定する唄位を示した))ス

ト.

(,1) 良薬の残留許容塁を設定するJlA位を示した食品

の リス ト.

(i)各段薬の適用作物,病害虫に対する蚊用法.

(ホ)各作物について残留許容塁設定の基出となる野

外試験成鼠

(･1 食品における残留許容血を確定すろ方法.

(ト) 出来を数年間班FT]した後の研究結果.

(+) 市痴 こ出荷された食品に検出される2Ja田Liの資

料.

(rJ) 員産物中の良柴残留の分析方法.

(ヌ) 良薬残留虫を規制する法的指LB.

川 出産物に対する良薬の班用を法雄で禁止してい

る挙例.

(5) 食品規格委員総会などとの関係

(日 の冒頭で述べたように,良薬の残留問題を取扱う

節2表 邦1回出光蛇田作業部会で定めた作業JlEi位別出来

PriorityA.

1. Acrylonitrile
3. Alletbrin

5. Aluminum phosphide
7. Atrazine

9. Calcium cyanide
ll. Carbondisulfide
13. Chlordane

15. 2,4-D
17. D-Dmixture･･

19. DDVP

21.･Demeton-S-methy1
23. Dieldrin
25. Endrin

27. Ethylenedichloride
29, GammaB‖C

31. Hydrogencyanide
33. MCPA

35. Metboxychlor
37. Methyトethylformate
39. Parathion一methy1

41. Propylenechloride
43. Simazine
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2. Aldrin

4. Allodan(Chlorbicyclen)
6. Anthraquinone
8. BHC

10. Carbaryl
12. Carbontetrachloride

14. Chlorpicrin
16. Dalapon-sodium
18. DDT
20. Demeton
22. Diazinon
24. Diuron

26. Ethylenedibromide
28. Ethyleneoxide

30. Heptachlor
32. Malathion

34. Mecoprop
36. Methylbromide
38. Paratbion

40. Piperonylbutoxide
42. Pyrethrins
44. Toxaphene



1. Aramite
3. Trithion
5. Chlorbenzide

7. Chlorbenson(Ovex)
9. Chlorthion
ll. Cora1
13. Delnav
15. Dimetan

17. Diphenyl
19. Di-syston
21. Dodine(Cyprex)
23. Endosulfan(Thiodan)
25. EPⅣ

27. Fenthion(Lebaycid)
29. Fenuron

31. Folpet
33. Isolan
35. Keltllane
37. Maneb
39. Monuron
41. Dibrom
43. Nicotine

45. Phenkapton

47. Phosphamidon
49. Pyrazoxon
51. Ruelene

53. OMPA (Schradan)
55. Sulfotepp
57. TEPP
59. Tetrasu1
61. Zineb

防 山.科 学 邦 34 巻-I

PriorityB.

2. Gusathion

4. Captan
●6. Chlorbenzilate

8. Chlorporpham (IPC)
10. Coppercompounds
12. Dehydroaceticacid
14. Dichlone 1
16. Dimethoate

18. Dipterex
20. DNOC

22. Dyrene
24. Endothion
26. Ethion

28. Fentinacetate
30. Ferbam

32. Glyodin
34. Karathane
36. Leadarsenate

.38. Phosdrin
40. Nabam
42. Neburon
44. Perthane
46. Phorate

48. Propham
50. Ronne1

52. Salicylanilide

54. Sodiumorthophenylphenate
56. Tecnazene
58. Tedion
60. Thiram
62. Ziram

国際機梢としては,(イ)WHO良薬残田g･門家蚕貝会と

FAO良薬委員会との合同会談,(ロ)FAO忠非残留作Ti

部会,(,I)FAO/WHO食品規格蚕fl総会良薬残留表Il
会がある.前二者はFAOおよびWHOの引払総長が

任命する村学者が個人の能力と珠格で参加するもので

ある.一方食品規格総会は関心ある各国に公開された

ものであり,出府者は各回政府代髭の資格で参加する.

投薬残留作業部会は作業の開始に当って,これら他

の委員会との関係を検討しなければならなかった.作

業部会は残留許容塁の設定には(JI)適正な防除を行なっ

た場合の残田虫の程度,(ロ)販売に供される農産物に検

山きれろ紙田凪 (A)残留のADI.(i)各国における食

物択取の様僧.(･fL)城田の分析方法.を明らかにするこ

とが必公であるとの認.矧こたち.これらの賓fl会と作

Tt部会の分粒を次のように考えた.

(1) Eq<灘城田作深部会は FAOが各凹政府および伯

楽工菜界から'jn'処したEq.邦を適正にuiJnした幼合の班

田虫に田する汽M,FAOが公滋する各凹の企相打紛

表にもとづいた各Lig民の企規約王望状況および ADIを

兆礎として.個々の作物について班田許容rTitを提案し,

各til政Ffjおよび允品規格賓rl総会広築残留蚕Ll会の検

対に眺する.

(2)従来通り,WHO左笠薬残留専門家委員会とFAO

良薬委員会の合同会議は農薬残留の ADIを評価する

こととし,とくに詔性に関する基本的な資料の蒐集と

解析は WHO側の任務とする.なお ADIは新しい知

見が得られた場合には再評価きるべきものであり,そ

れに対応して農薬残留作業部会 も残留許容量の再評価

を行なうものとする.

(3) 国際的に承認される投薬の城田分析方法を勧告

すろことは良薬城田作-X三部会の-実務とし.食品規格委

El総会 もこの作文部会が以黙すろ分析方法を採用する

ことを糊柑する.

(4) 出光残田作Ti部会は必頚な場合には ADIが硫

泣していないE3矧 こついても.暫定的に残留許容量を

以来することがありうる.

(5) 以上のg･･続きから,食品規格要員総会の農薬残

即家上1会は,この出光蛇田作文部会の作業が進捗して
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からDuL出するのが妥当であるものとされた.

3. FAO農薬委員会 ･WHO農薬残留専門家委民

会第2回会議の開催11-16)

邦2回のこの会議は1963年3月に,前回会議でADI

の設光を試みた37種の旗炎の詔性について新しい知見

にもとづいて見直しを行なうことと,前項に述べた邦
1回 FAO良薬残留作業部会が未設矧 こ使用される投

薬.とくにくん兼剤について苛性を検討することを要

望したのに対して, その一部について,ADIを提案

した.また一般問超として残留許容出を設定する手続

とそのさいの留志事項,投薬残留作業部会節 1回会合

で諭試された出光残留に関する委員会と作業部会の業

務の相互Bg係についても協議が行われた.主な討議と

結語砧は次の通 りである.

(1) 班留許容虫の設定について :残留許容員の設定

については1961年10月に開帳された FAO濫造薬紋用邸

門家とWHO出来残留吋門家の合同会談でその方法が

捉示されたことは前述したが,それはあろ良薬が特定

のかざられT=出超物に利用されている場合には合皿的

であるが.周知のように,また例えばDDTのように,

大多数の良薬は多くの出産物の生産や貯蔵に班用され

ているので,むしろ食品添化物の許容塁の設定に利用

されている方法書を採用すべきであるという志兄が採

りあげられた.その方法は次の手桃によるものである.

(イ) I.7.J血とする出来の蛇田が含まれるおそれのある

食物および飲料について残留_Ltを湘ffする.

Lロ)平均企郎択取立にもとづいて,これらの食物や

飲料とともにt,Tt放される出兆の蛇田出を計詐する.

(,I)平均体丑にもとづいて.出兆残留の1日体盃

1kg当たりtItI放出を計iTF.すろ.

(i) (,うで柑られT:数字をその出炎の ADIと比岐す

る. もし(,1)の数字が ADIより小さければ.その

農薬の使用は全面的に許容される.ADIをこえる

場合には,その一部の使用について残留をは少す

るように改良を加えるか,あるいは一部の使用を

中止する.

(I+I) (A)の数字と ADIの間に余裕があれば,その出

兆に新規の用途をつけ加えることができる.

この考え方は,投薬残留塁を特定の農産物に陵先頓位

を付して瀧定するという考え方とは,多くの良薬では

泣かすることになり.またそれは後述する第2回良薬

残留作光部会の作文があまり成果を挙げなかった原因

ともなった.

【2) ADIの再評価 :前回の会合で検討された37班の

良薬 (第 1表)のうち,21の出炎については何等新し

★SixReportofJointFÅo/WHO FxpertCom･
mittee on Food Additives,FÅo,Nutrition

MeetingReportSer.1962.31.
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い知見は加えられなかったが,アル ドリン.デル ドリ

ン,エンドリン.ジメトエー ト,マラチオン,パラチ

オン,カーバ1)ル,キャブタン,3フェニル錫.批酸

鈷のむ性については多少の新知見が加えられた.クロ

ルデン,プロファム(IPC),クロロプロファム(CIPC)

の;ii;･性については,とくに IPC とCIPCの発畑作用

の有無について検討が行なわれたが.ADIを決定す

るには至らなかった.DDTについては.ADlを的回

に0-0.005mg/kg/dayと設定したのが,0-0.01mg/

kg/dayと倍加きれた.またダイアジノンについては,

この点薬に最も鋭敏な犬についての詔性試験の托料に

もとづいて,新たに 0-0.0002mg/kg/dayのADIが

提案された.

このほかDDVP,ピレトリン.アレスリン,ジメス

I)ン,ピベロニルプトキサイドの貯穀害虫の防除に班

用され5校の凸薬の右性についても検討されたが,托

料不足のために.ADIを設定できなかった.

(3) くん糸剤のi緑性の検討と ADIの改正 :禾恐斑

および豆矧 ま或要な国際商品であるので.出光の蛇田

許容丑の設定が急がれている一方.貯殻臼山のyJ'除に

は多塁のくん蒸剤が披用されている.それで出典城田

作業部会の第 1回会合では,ADIを早急に改定すろ必

要があろ良薬として,約2誠に示したように,多数の

くん蒸剤が入れられたが,今回の会合では,10種のく

ん蒸剤について,物理 ･化学的性状,生化学的特性,

急性および慢性iu性.などが検討され ADIの設定が

試みられた.

くん言:I.弓剤は班用対象が貯殻などに限定されており.

その志味では蛇田許容丑を設定することは,比幌的'#

易である.しかし他面班用後とくに加工や.?.rdFJlの迦B!

で除去されたり,分解,消失する可依性がある.また

敬物や豆獄の成分に浴解したり結合する場合もある.

したがって残留許容虫をどの時点で.どのように放出

することが妥当であるかについては多くのfJ"J出瓜があ

る.しかしこの会合では,それらの点をはなれて.

ADIの設定が試みられ,節 3表に示すように.-臥

ADIが設定された.

(4)残留許容虫設定についての各種蚕fl会のIL･劫に

ついて :この間超は良薬残留作業部会の邦 1凹会合で

も議論されたが,今回の合同会議では,放出された城

田許容塁に国際的な権威をもたせるには,次の4ステ

ップの作業を行なうのが妥当であろとされた.

第 1ステップ:加盟国政肘が特定の作物と出兆につ

いて矧祭的な残留許容兄の設定を要望するときには.

その原共とそれに関係した良薬の班用法.効凪 残留

凪 分析方法に朗すろ斑料を食品規格蚕Ll総会出光蛇

田委員会に提出する.

この蚕貝会は加盟国政府が指名する代=R者で梢成し
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那3･Jl くん祁刑の AD I州

アクリロニ トリル 故 Ejt 不 能

二 机 化 成 訪… 〝
凹 托丘化 JR Jr'; 〝
クロル ピクリン 〝

二災化 エチ レン 変化しない化合物としては0
二肘化 エチ レン .tt -ji: 不 快

佃 化 エ チ レ ン 〝

･7'I 概 0-0.05mg/kg
災 化 メ チ ル 全央芽;･イオンとして

0-10mg/kg

燐 化 水 菜 設 定 不 能

れるもので,申請された出典に検討項位を付して,節

2ステップに送る.

第2ステップ1.FAO是蓬莱委員会とWHO是蓬莱蛇田

中門家蚕貝会の合同会議の対談がこれに当たり.相性

に関する耶項はジュネーブの WHO'R韮部が.出…tB

の班FT]および残矧 こ凹する印qiはローマの FAO的物

出超保泣部が処理する.

変相 こはFAOおよびWHOの郡務総長が胴人的賢

格で参加する吋門家を任ゐし;紹性等に閃すろ資料を

検討して,人休に対する ADIを捉察し.邦3ステッ

プに移す.

第3ステップ :FAOの氏英残留作業部会が担当す

る.FAO事改組矧 ま個人的究格で参加する即 弓家を

任命し,出来の班用状況,適正に使用した場合の残田

虫.食品の消要望状況.分析方法を勘案して,残田許容

虫と蛇田分析方法を提案し,食品規格蚕fl総会出来残

留委員会に回付する,

第4ステップ :食品規格委員総会良薬残田奈fl会は

上記の提案を検討して,特定の食品におけろ特定の出

来の残田許容員を勧告する. (なお食品規格盃貝総会

におけるその後の取扱いについては後述45頁を参照),

5. その他 :以上のほか節2回合同会議は,開発さ

れる出講与の巾には小規模の使用に止まるものが多いの

で,残留許容丑の設定は,班用丑がある程度拡大 し

て,i!3性や残留についての資料がかなり利用できるよ

うになった段階で若手するのが賢明であろうとした.

それにしてもおぴただ'しい数のE3薬が実用されている

現在,これらのE3灘について作Tiを進めるため,この

介同会矧 ま柘LF･Di抑げ ろこと.これらの作Tiを災施す

ろために.FAOはn矧 こ旧すろ托料を収災し,維持

すろ体制をもつべきこと.出水班田の'1!3性についての

研究を促過し.強化すべきこと.またこれに関連して

食物中の班何物の性状を舛明する必要があること,そ

れらの分析方法を椛立すろためにFAOとWHOは国

際純正応用化学迎合 (IUPAC)と協力して,分析方法

に凹する研究3脚 の設延を巧はする必要がある,こと

などを公望ル た.

4･ 第2回長英残留作耕部会の開催17)

瓜米紙刑作Tt部会の郡2It二11会合は帆qlの合同会議の

2カ月綾.1965叩5Jlにローマで悶帆され,わが国か

らは石fTが引拭 き川llLlした.1963坪に閃附された節 l

Fr1の会合は作Tiの郎uu,7糾こ経的したが,今回の会合で

は ADtのほかに,残開抗や食物の約2守爪などについ

ての托料がかなり収処されていたので.班即.rl:容血の

.放出を火TIl桝こ.TJb珊できろ状矧 こなっていた.

この那2回の会合では.ml,2Fllの FAO出光套fl

会と WHO皿先残田村Pq家蚕fl会の合同会議で ADI

の設定がすんだ14モ垂の氏薬 (カーバ.)ル,DDT,ジメ

トン,ジメトンーS-メチル スルホキサイド, ダイアジ

ノン,ジメトエー ト,二臭化エチレン,ガンマーBHC,

17f-酸.マラチオン,臭化メチル,メトキシクロール.

パラチオン.パラチオンメチル)について,禾穀類に

対する残阿許容虫の設定と,その分析方法とが検討さ

れた.しかし火際に作T3をすすめてみると,禾穀類だ

けに舶起して班刑.rr.容皿を設定すろには ADIをどの

ように利用したらよいのか,また食物の摂取昆として

-V･均E,T!収_rLtをとってよいのか.などい くつかの開延

に-n両した.それらの点を暇述すろと.次の通 りであ

ち.

(I) 禾′投獄の11服_FIB:郡 Irlj]の会合では,国民の食

IVI別刑TTmは FAOが収まとめていろ各回の企粒稲給

J紬 らゝ平均TL肋 ,'求められるとしたが,この数伯には流

血や加工によろm純が含まれており.災際の消乃虫よ

りも大 きな他が和られろ.したがってこの数他をもと

に城田許容皿を設ii:すれば,安全性はそれだけ高まる

が,しかし.周知のように食品別にみれば消費塁に大

きな個人偏差があるので,平均消費塁にもとづいた残

留許容塁では高水準な消費を行なう人々の安全性を碓

保することはできない.それでこの間題を討論の結果,

アメ.)カ合衆国で1957年に実施した個人別食品消宍調

査にもとづいて作られた消田虫の節9十分位数を班用

することとした.その内容は茄4誠に示す通 りである.

そのうち惣粉および穀粒野望品の 1日当た りiTMrI虫は

170g, パンなど蛸旭食品は240gであるので.その合

3日山こ近い 400gを休_TTi60kgの人が 1口に1,TtI放すろ

宋Ialnの血とすることとした.なおこの他 まアジアiE･

lilなど.開発途上(.Tlにおけろ未設刑の 1日1人当た り

の平均t!!取虫よりもかなり大 きい.

【2)ADIと特定の凸産物に限定した残留許容量の

設定 :農薬には多くの柾斑の凸作物の病害虫防除工業

用,家庭用に使用されるものもあるので,人体には種

々の経路や梶原を通じて臥 する可能性がある.ADI

はこれらのあらゆる経路と根原から人体内に侵入を許

容しうる最大量であるので,使用面の全般に亘っての

35
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第4表 アメt)カ合衆rljにおける節9十分位による個人別食品の消班員 l81: (第9十分位消出血とは個人別滑

空量を小さい伯から大 きい値の頓にならべた場合,調査人口の9/10に相当する頓位の個人の消出立をいう)

Milk,cream,icecream andcheese,fluidmilkequlValent
Freshfluidmilk,total
Whole

Processedmilk

Cream

lcecream,icemilk
Cheese

Fatsandoils,total
Table上ats,total
Butter

Margarine
Shortening

Saladandcookingoils

Saladdressings(commercial)
Flourandothercerealproducts,total

Flourotherthanmixes

Preparedflourmixes
Breakfastcereals(excludingbabycereals)
Othercereals

Bakeryproducts,total
Bread

Bakedgoodsotherthanbread
Eggs

Meat,poultryandfish.total
Meat,total
Beef
Veal
Pork

Lamb,mutton
Varietymeatsandgame
Luncheonmeats

Poultry,total
Chicken
Fishandshellfish

Sugarandsweets,total
Sugar

Syrups,molasses,honey
Jellies,iams

candies(commercial)

potatoesandsweetpotatoes,total
Fresh

potatoeschipsandsticks

Freshvegetables,total
Darkgreenanddeepyellow
Othergreen
Tomatoes

otherthantomatoes,andgreendeepyellowvegatables

Freshfruits,total
Citrus
Otherthancitrus

commerciallyfrozenfruitsandvegetables,total

Vegetablesotherthanpotatoes
commerciallycannedfruitsandvegetables,total

36

(grams/persom/day)
11∝i
900

800

200

30

70

70

100

50

30

40
30

20

30

70

90

50

4040

240

180

90

11｡
醐

4｡｡

250

5｡

_50

50

50

60

20

-0

60

50

00

20

30
30
210
200

10

370
70
170

60

130

450

230

250

50

40
0

1

1

1

1

1

2
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Fruits,exceptbabyandjuniorfoods
Vegetables,exceptbabyandjuniorfoods

Fruitandvegetablejuices,fresh,frozen.canned,andpowdered
Cannedcitrus

Cannedfruit,Otherthancitrus

Cannedtomatoesandothervegetables
Frozenconcentrated

Driedfruitsandvegetables,total
Driedfruits

Driedvegetables
Beverages

Coffee
Tea

Softdrinks,etc.
Miscellaneousfoods

Nuts(shelledweight)andpeanutbutter
Soups,exceptcannedbabysoups
Catsup,Chilisauce,etc.
Pickles,olives,relishes

Puddings,piefillings,miscellaneoussweet(commercial)
Othermixtures,preparedorpartiallyprepared
Leavenlngagents

知見がなければ,特定の氏産物についてだけ.佼先偵

に残田許容丑を設定すろことは危険である.今回の作

業では,DDT,BHC,パラチオンなど伏川和洞が広い

農弧については.他の凸作物に対する位用の突憶につ

いて資料が不足していたために,蛇田許容iitを捉案で

きなかった.

(3) 残留許容皿設定の時点 :禾懲罰の場合には,班

;掛ま作物の栽培期間中T.}けでなく,貯I-'n巾にも使用さ

れる.また宋放熱 まそのまま食FT]に供されることは少

ない.それゆえ,どの段階での蛇田を対象に.許容砧

を設定すべきかが輪講されたが,さし当T=り加工に鵬

せられる前の原料穀物 (rawcereals)について設定

することとした.

(4) サンプt)ング:未設Flにおける投薬の班田虫は

部分による変動が大きく,場合によっては堆机の表屑

だけに限られている.したがって残留丑を調たするさ

いには,全員を均等に代表するようにサンプ1)ングの

方法に留志する必要があることが指摘された.

上にのべたような問題点はあったが.第2回会合で

は節5表に示すように,臭化エチレン,臭化メチル,

マラチオン,丁子慨の4種については,ともかく残国許

エヒ

化

ラ

ー災

災

マ
T.T

00
40

c0
.60
50
60
30
40
20
20

50
5
40

20

の
20
30
20
50
5

1
1
2

1

牢爪を改正し.またそのJJJ折方仏を設rji:した.

なおこの那 2円作T!では分析JJ'法を検討するために,'

分析小部会を放けたので.分析方法について多くの諭

瀧が行われた.この小安n会は綿TLqクロ.マトグラフィ.

ガスー絞体クロマトグラフィ.ペーパークロマトグラ

フィなど.近咋急速に巡少した分析方tl三に祁HL.こ

れらの分析方仏を糾介せたり,F'ィテククーを開発す

ることによって.'和々のlJi機械刑やイブ杓nL請書剤を分耶

し.r/iI_FRする刀仏のm78につとめろこと.くん燕刑の

分UfJJ'法はi!f州rtJなものが多いが. ガス一枚体 クロ

マトグラフィの利mも合めてTT3枚.Nすろ必要があるこ

と.放射化分相 よ開発されてはきたが出来の至宝田分析

に矢川するにはなお時好lr.lar11で'3,ろこと,などが結論

された.そして.次の抑Hqlをqu/LIitして残した.

(1)宋･Ztmにわける皿浅§蛇田の鋭敏な分析方法を確

立するため.1f槻燐刑 (ジメトニート,ジメトン,ジ

メトンーS-メチルスルホキサイド, ダイアジノン,

パラチオン,パラチオンメチルなど)の分別検出法,

トクサフィンとストロベンの残留分析サイクロジュン

系農薬の残留の決定方法.とくに種々の未設矧 こ応用

できるク1)-ンアップの方法の研究.くん蒸剤の残留

郡5滋 FAO£逢薬残田邦2回作業部会で設定された未設効に対すろ紙即許容昆 17)

ン

ル

ン
慨

如 条 件 0-20ppm

旅 先 作 0-20ppm

原本1穀物 8ppm

liTi羊斗･nt勿 0-75ppm

条件つき(特定の目的)20-75ppm

条件つき(特定の目的)20-75ppm

穀 粉 6ppm
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左と,とくにハロゲン系くん蒸剤の分解せずに残ってい

る班田虫の分析,アク.)ロニトリル,二硫化炭素,酸

化エチレン,ホスフィンなどのくん蒸剤の分析方法の

開発をすすめること.

(2) 有機 りん系殺虫剤のうちのくん蒸剤とジチオカ

ーバメート系殺菌剤の残留の分析方法を検討する場合

には,最終的な残留化合物の性状についての知見を十

分にとり入れるべきこと.

(3) 作業部会は今回の検討結果を将来再検討するこ

と,また FAO出来委員会 ･WHO良薬残留専門家蚕

員会で ADIの検討を終っている良薬や,この合同会

議ではまだ検討を終了していないが,未設塀の収穫前

または収位後に佼用されているジメトンーS-メチル,

トリチオン,エチオン,ホスフアミドン,フェンサイ

オンなどについて将来検討を進めること.

なおこの会議の検討参考資料として.英国に輸入さ

れた宋穀額から検出された投薬の残留塁,カナダで実

施されたレストランの食事中の農薬残留見についての

の調査結果,アメ1)カで実施された全食gi調査におけ

る有機塩素剤の班田検出丑についての資料などが配布

された.最後に述べた資料は節6表の通りである.

5. 第3回農薬残留作業部会の開催ll･20)

農薬残留作業部会の第3回の会合は1966年11月にジ

ュネーブで開催され,わが国からは東京出工大学の佐

藤六郎教授が出席した.この会合からADIと城田許

容量の評価や提案の検討方法がかなり変った.その節

1は従来 FAO仰の虎薬委員会とWHO側の出水残田

専門家委員会の合同会議がADIを定め,これをFAO

第6表 アメ1)カ合衆国における全食gi良薬残留昆調査で得られた有機垢系系殺虫剤の残留丑17)

L)2'DDT
PCb GCb,e

DDD
+〃〆 DDT
PC GC

Dieldrin

PC GC

Heptachlor
epoxide
PC GC

GammaBHC

PC GC

b PC-PaperChromatography;TLC-ThinLayerChromatography;CC-ElectronCaptureGas

Cbromatography;T=Trace

c Allrunbyelectroncaptureexceptthosemarkedowhichwererunbymicrocolorimetricgas

chromatograplly.
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出来残田作男部会に送付して班田許容fnを改正するT･･
拭きをとっていたが,FA0 瓜溝蚕Ei会は元来投避け円

山全般を的濁すろものであること,ADIの拙走と班刑

Tr.群_Rの恐rji:を別Araの会合で行なうことは時r.Tub,'かか

りすぎ.後記するように食品規格茶fl総会からこのJ.r:I
の改前.Ci!逃が巾し入れられていたため.この会合か

らはFAO上空試写蛇田作Ti部会とWIIOn'us城田T!Jrlq'R

菰rl公が刑 ■f]公演をmmル て.ADIの枚肘と班田.rr･'R

mの.托'ji:を平行して行なうこととなった.

郡2はこれまで末恐別を中心に.特定のE3産物につ

いて紹先的に残留許容員を設定する方針がとられてき

たが.前述したように,多数の農産物の生産と貯蔵に

使用される農薬については.少くとも主要な食品およ

び食品群について同時に残留許容員を設定する方が合

理的と考えられるようになったので.この方針が揺用

されたことである.

耶3は条件を付して ADIや残留許容歪の暫定値を

改定することを認めたことである.ADIを評僻する毒

仕の托料にしても,十分なものが得られる農薬は種現

が附r/i:されている.しかも資料が不十分な良薬につい

ても.残刑.rr･容爪の設定が変調きれており,それに先

rJして ADIを設正しなければならないものがある.

那4は凸作物の描出dl防除にtE接に使用したもので

はなく.lIq<矧 こよる環tTEの一般的な汚染や,あるいは

節捕物の吻合.飼料などを通じて間接的に生ずる志図

しない残m(unintentionalresidue) に対して,一

江の限界を認めて,残田の別制FIWtを災 舶する場合に

おこりうる混乱を防止する恐促をとったことである.

このような方針のもとで允lVT蜘栴丑･L~1総会が段先頃

位を付した良薬について作TiTJ近め,那7表に示すよ

うに,ADIと残照許容_fRの黙が作成された.

郡7表 FAO£蓬莱班間作菜部会 ･WHO出離残照Tfu門家蚕fl会合同会fi(1966)が初日した ADI

および主班食品に対する残田許不_Tlt案Il)

･∴ _ 二 二
残 即 許 容 穴 の 勧 LLJi

(ppm)
実用残留限界(暫定)

(ppm)

二災化エチレン

央 化 メ チ ル

災化物として

1.0

吃娩たまご,石札 iL≡従 400 1

宋 投 獄 50

乾燥.いちぢく 2501

ア ボ カ ド 751

乾燥ぶどう.なつ.めやし 1001

乾 燥 も も 501

乾燥プルーン 201

その他の乾燥果実 301

かんきつ果実,くさいちご 301

その他の生鮮果実 201

二災化エチレンの分析限界

は lppm
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宋 穀 類 0.5L

野菜,小果実 3.01

年乳製品 (脂肪ベース) 0.1&

牛 乳. 0･004

獣肉および馬肉 0.7
(脂肪ベース)

根菜類(馬鈴晋を除く),十字花 0.1&
野菜, たまちさ.ほうれんそう
その他の罰jS菜類 (種子処理およ
び土壌処理にかぎる)

以内 (脂肪ベース) 0.05
侶 鈴 馨 0.05

0.002
等乳鮎 守と脂肪べ_ス)

0.025

有 機 水 銀 l なし l な し l o･02-0･05

ピベロニルプト
キサイド

ピ レ ト リ ン

ダイアジ ノン

宋 穀 類
果実 (かんづめ用),乾燥果実.
乾燥野菜.油料子実,木の実

宋 穀 類
架実 (かんづめ用),乾燥果実
乾煉野菜,油料子実,木の実

0.002 11966年は作業せず

ジメ トエー ト 0.004 1 同 上

ホスフアミドン 0.001 1 同 上

註 aは暫定残留許容丘を示す｡

なお第 3回の作業で問題となった点およびその取扱

いは次の通りであった.

(1)ADIと残留許容量の暫定値の設定 :今回の会

合では慢性詔性に関する資料はあるが,その資料に示

された虫少投与量では完全瞑想彫響がないかどうか確

定できない場合には安全係数を大きくとって AI)Iの

暫定値を淀めることとした.この措置は一定期間内に

招性について不足している資料が追加されることを前

出としたものである.そのような資料がその農薬の製

辺Tt符やその出水をuilT]している国から期間内に提出

されない場合には,そのE3鵜の将来の使用について関

心がないと考えることとしている.

また班田許容iLnについては(イ)ADIの暫定値にもと

づいて蛇田許容妃を訊lル た場合,(ロ)E!薬を適正な班

用法にもとづいて蚊用した場合の残田虫が ADIから

穿出される許容限界をこえても,一定の期間中にFij性

についての資料が追加されて安全性が証明されるか,

あるいは残留塁が貯蔵巾や加工操作によって減少する

可能性がある場合には,期間を限定して暫定残留許容

虫を設定できるとした.

また節2回作業部会のさいに問題となった残留許容

40

塁を設定する時点については.この会合のさいにも議

論された.その結凪 必要がある場合には況乱をさけ

るために註釈をつけることとLT:.たとえば那2回作

菜部会で設定された未払類に対する蛇田.TI'･'duは ｢liq
際fl易向け未設斑の｣という限定が付さるべきもので

ある.

(2)実用残留限界 (Practicalresiduelimit)の.n

定 :近年田場の土地など作物の栽培封切が出光の城

留に汚鞄きれてきたので,ある作物の栽培に出光TJul
用しなくとも,その作物に微虫の班留が検Lllされるこ

とがある.また牛乳や肉の脂肪は,その家掛 こ出鵜を

使用しなくとも,汚染された飼料の給与によって.班

薬の残留が検出されることがある.このような出図さ

れない残留 (Unintentionalresidue)のほか, たと

えば水鉱のように自然界に存在するものは,水出血非

を使用しない場合でもその残留が検出されることがあ

る.このような蛇田に対して消空聖者の安全性をWh'休す

るためには,蛇田許容丑は設定しない方がgJは しいが,

残留許容皿が設定されていないというfriP山で.事故iilな

残留が検出されるものを蹴式に取締るとすれば,流通

に大きな混乱をおこすことが蛭念される.それでこの
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ような微見な班田を黙認するために設けられたのが光

川城田限界であろ.刑似のTrl.えはアメl)カ合衆lIq内で

もnegligibletoleranceとして.放出されはじめていろ.

(3)作双についての7桝f'(:ADtや班mKr･矧rlt改正

の作Ttを巡めてみると.各円の允相打mについての群

別や残矧 こ関する托抑 こいろいろな閃雌のあることが

認流されたが,'drqの企和刑TTのf,Y潤については.現-lE
F̂ 0がtfl'.巡してい引tt舛獅貯計網 Worldindicative

planにもとすいて各riqが食和のm銃刑JIEを進めてろ

いので.その折矧 こ糊紹することとした.

また瓜茄の残田に関する資料の古いものの中には,

分析方法が不完全なために信頼性が低いものがあるの

で,進捗した分析方法による資料を或視する必要があ

ることが指摘された.そして今後作業を円滑に実施す

るために,次の諸郡項がとくに要望された.

(イ)有機塩累剤は広汎に使用されてお り,効果も商

いが,人体内に長期に亘って残悶 ･郡も1するうえ,孤

fnでも肝臓に彫甥がある.またこの系統の瓜矧 ま肝細

胞マイクロソームの彬苅活動を促進すろが,その内宇累

は他の化学物TIの同化にもBg与している.したがって

WHOはイf横堀素系化合物のFij物学的研究を促進し

発展させることが必要である.

(ロ)広燕蛇田生成物の性状と残田虫を明らかにする

ことはきわめて屯変で,これらについての知見の増大

や分析方法の改再に,国際純正応用化学迎合(IUPAC)

や国際原子力摂関 (IAEA)とも迎綿をとること.

(Jう世界各国の戯薬の班用状況,実験的条件下で柑

られる残田鼠.流通過程にある出産物における蛇田凪

貯蔵 ･加工巾における残田虫のは少,全会耶_n巾の出
薬残照117!等に関する賢料を捉供すろよう.各回政肘に

繋諾乃すること,

6. 第4回 FAO鼻薬残留専門家作葉部会 ･WEl0

在英残留専門家委艮会の開催21)

この会合は FAO川から7名,WHO側から7名の

呼門家と.耶務田職員として FAO,WHOから9名が

出府して.1967年12月にローマで開催された.後述す

るように,この会合に3ケ月先立って9月18-22日に

オランダのハ-グで食品規格委員総会凸薬残留蚕n会

(耶1回)が開催されており,このFAO/WHO合同L"i

燕残田会議は食品規格黍n総会から班.llqをうけT=閃皿

を小心に試邪が進められた.また ADIや残照許容fl花

の設正については.企rVl規格茶n総会濃紫残国賓n会

が PriorityIIとして抑 アT:和軌 すなわち,二硫化

災窮.四比左化脱誤. クロルデン,ジメトンーS-メチ

ル,ダイアジノン. ジクロルホス (DDVP), ジメト

エート,ジチオカーバメート.ェンドサルフアン,二

塩化エチレン,パラチオン.MGK264について検討

された.主な.論詰花と作男の肘i斗!は次の泊 りである.

1. 柄.iTi班の作成 :瓜恭残留問題に関連して使用さ

れている/̂和の術.7liを円検討し,あるものは再定義さ

れたり..;1F.別が付された.主なものを拾うと

出部班附 くPesticideresidue):定義は p.29に掲げ

たところと)nQTならないが.出来の残留には農薬として

ulFT]された物TIから調,好されたもので,残留物の毒性

に彫甥を与えろものを缶むこと.判明している使用だ

けでなく,不njJの机狩にrll米する残岡爪も含むこと,

E3兆 (pesticide)とは允物のLL三瓶 や武道.貯蔽.加工

巾に布部生物 (pests)のyJ'除に班mされる成分,およ

び動物の体内または体上の昆山村わよぴT_Jに桝の耶除

に使用される成分を言い.その他のn的でヨ朋勿に投与

される抗生物質その他の化合物や肥札 t卿■,'(m以外で

植物の生長率に誰哲を与えろ物TIは瓜灘に令ませない

と註記している.

可知祝班田 (Negligibleresidue):弓Tl物学上仰視し

てもよいと考えられろ残田硫.

不.芯図城田 (Unintentionalresidue):食物を有a'･

生物の加t.1}から探詔することをj'B図しない状況下で生

じた残田.Vj牢は前Ti参,q..unintentionalのほか

accidental,又は backgroundという言燕 も使用され

る.

実用蛇田耶界(Practicalresiduelimit):特定の食品

についてTr･辞される不志図残留の限界値で,残留許容

_Tnが設r/i:きれない場合に適用される.これ以上の残留

が検目される場合にはその品目は規制の対象となる･

1Fl当たり択取許容量:定義は前出 (p･29)した通

りであるが,この数値は農薬残留を食物とともに摂取

する出超物の消只者の安全性を確保するための目的で

あり,実験動物または人体に対する投与試験にもとづ

いて定めること,農薬の残留物が 2種以上の化学物質

からなり,いずれもが残留物の毒性に関与していると

考えられるときは,個々の化合物について ADIを評

価して判断すべきこと,新知見が得られれば常に再評

価すべきものであること,を註釈に付している･

暫定1日当たり択取許窄_n(Temporaryacceptable

dailyintake):一定l即口をかぎって設定する1日当た

り択取肝腎爪で.一定期間巾に弓は牲およびiL化学的托

料が帥正されることをLllT収 として設定される･この切

令,安企料 よ化N 勿の--Wl;の内相 こもよるが･正規の

ADIを設定する場合よりも大きくとる.

残田許容爪 (Tolerance):収位.貯乱 逆搬･販売･

調製から最終消門時点に至るまでの間の特定の段階に

おいて,食物の内部または表面に残留することを許容

された農薬の最高濃度で,食物の頭重に対して ppm

で示される.前述した p.29の定義とは ｢種々の時点

を特定して｣考えるようになった点が異なっている･ ･

暫定残国許客員(Temporarytolerance):特定の期
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間にかぎって有効な残留許容量,p.39参凪

適正使用基準 (Goodagriculturaluse):適正使用

基準とは農薬による危被害に留志し,実用的な条件下

で有害生物を防除するのに必要かつ必須の班用方法を

いう.製剤形態,薬塁,使用回教.収投前鮒投荷期間

などは専門家によって奨励され.関係当局が登録また

は承認し,表示に記載された使用方法である.適正使

用基準には作物の栽培期間だけでなく,貯蔵.述赦.

販売,加工中の有El.Jl生物の防除作業も含まれる.

全食事虫湘ff(Totaldietstudy):代表的な食事を

摂取するさいに個人が摂取する恐薬夏見習の様頂を明ら

かにするために実施する調査で,代表的な人口集中地

域で食品を購入し,全食事量に消費される割合に杵屋

し調Pl!した食執 こついて残留量を調査するものである.

lFt･凪 宋憩潮.緑野菜,根菜,果実およびその貯蔵加

工urI.I.脂肪,肉額および牛乳に分けて,氏薬の残田虫

を詔.rWF.する.このように食品をグループに分けるのは.

分析上の困難を回避するためである.

韮触.試料(Subjectivesample):新恩薬を実用化す

ろ似合に残留に関する托料を村たり,あるいは通正使

川JtI;邸が守られていない疑いがあって,残留丑を調査

する場合など.特定な氏茄や特定の食品における残留

iitを判定するために佼用する試料をいう.

客観試料 (Objectivesample):全食郡調査のさい

の試料のように.ランダムに採出される試料をいう.

2. ADIの評価 :有機塩素剤のうち,アルドリンと

デルド.)ンの残留中には光学的異性体があり,デルド

リンよりも高い急性毒性を示すこと,デル ドリンには

ハツカネズミに腰癌形成の疑いのあることなど新知見

が得られているが,確定的でないので,一応前回設定

した ADIが引続き踏襲された.DDTについても但

性詩性に関する新知見 (Kem三nyandTarj孟n1966;22)

Tarj孟n196723))によると,ADIを再検討すべき必要

があったが.一応現行通りとした.ただし ADIは

DDT,DDE,DDD の合計残田値に適用されることと

なっT=.イJ機水鋭剤については,前回と同じく食品中

における城田iiiを粥的‖しない班用には反対はなかった

が,班留LItを土t的nさせるような班用法は中止すべきで

あるとした.なおttt界各地城における水鎚残田のバッ

クグラウンドの他を';Udtfし,この他が拭い地相の住民

についての蚊学的研兜に凶する托料が必要なことを指

摘している.

ジチオカーバメート系農薬についてはジメチルジチ

オカーバメートとェチレンビスジチオカーバメー ト化

合物が検討されたが,これらの投薬の化学的性状と残

留物の宙性に関する知見が少なくて.正確な評価は困

難であった.しかし一応 0-0.025mg/kgをADIの

暫定値として設定しT=.ジメトニートについては新し
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い資料にもとづいて ADlは前回設定した0.004mg/

kgか ら0.02mg/kgと,一挙に5倍に引上げられた.

またクロルデンについては,新たに 0-0.001mg/

kgのADIが設定された.

3. 残留許容血の設定 :残留作業部会は前EEiJlに記し

た ADIの修正や新しく設定された値と班田虫や蛇田

の変化に関する新しい知見を加え,班田許容血を邦8

表のように設定した.第7表に示した前回の設正と比

較して,主な相違点を挙げると,次の迅りである.

(イ) ジチオカーバメー ト化合物については田近

ADIは設定されたが,残留化合物の性状やiu性にLuす

る資料がないため,残留許容塁を設定するまでには至

らなかった.

(ロ) 二硫化炭素,四塩化炭素.ジメトン,エンドサ

ルフアン,二塩化エチレン,MGK264についても.

議性および誠矧 こついての資料が不足しており.残留

許容丑は設定できなかった.

(A) ダイアジノン,ジクロルホス (DDVP).ジメト

エート.パラチオンについては新たに但定蛇田許容皿

杏,クロルデン.アル ドリン,デル ドリンについては

暫定残留許容丑と実用残留限界が設定された.へブタ

クロルについては実用残留限界が変史された.ガンマ

BHC は検討の対象となっているものが純品でないの

で,リンデンという表現を佐用することとし,かつ牛

乳製品について設定されていた暫定残留許容量は実用

残留限!糾こ移された.カーバリルについては残留の消

失について新しい知見が狩られたので,残留許容丑を

引上げた.一方,マラチオンの未設矧 こ対しての8ppm

という蛇田許容虫は原料禾穀顎に限るものとし.宋殻

布製品は除外された.

(i)有機水鋭剤については ADIは矢田的に0とさ

れている.しかし残留作業蚕貝会は有機水放剤によろ

種子処理.りんごに対する浴弁期までの散布は水鎚城

田丑のバックグラウンドの伯に諺皆を与えるものでは

ないと考え,容認している.

(I+.) 燐化アルミニウムによるくん蒸は原剤が宋恐桝

の製品に直接触れなければ,魁品の市販時には燐化水

素の残留はほとんど残らない (0･01-･0.001ppm).し

かし一応数品目について残留許容量が設定された.

4. その他の検討事項 :後述するように.食品別格

委員総会良薬残留委員会の第2回会議では,班田許容

虫を節足:するさいに食品の消窒望塁としてアメリカ合衆

国で調査された好さ9十分位の数倍を班用することに対

議はこの間超を検討し,当面はこの数伯を班IT]すろが,

さらに現実的な数伯を利用する方が望ましいので.

FAOすⅠ務組長を通じて.各国にだ料のiL!山を求め,

次回会議のさいに検討することとした.また班留J.m査
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邦8滋 1967咋のFAOEq<黙蛇田Tll門射 1て双部会 ･WHOETL.<薬残田専門家蚕貝会合同会議が勧告した

ADI,城田Fr.鞘FRおよび火川蛇田限押 21)

化 公 物
瓦DIの-わ柑ll-i
豊/相f"'tl 班mr･･･糾 (ppm) ! 実巧悪評 界 l 備 考

ア ル ド ･) ンJ o･oool l デル ドリンのqiを見よ I L;･'.)vt.2,妄嘉芸ル

央化物 イオ ン

(=災化ェチレ

ンおよび災化メ

チルの蚊用にも

とづく総益)

1.0

陀煉たまご.FT札 生三薬 400*
宋 r5R2 m 50
乾燥いちぢく 250●

ア ボ カ ド 75●
乾放ぶどう,なつめやし 100●
乾 娩 も も 50●
その他の乾煉果実 30書
かんきつ,くさいちご 30●

その他の生果実 20■

カ ー バ t)Jt/

硫 化 以 系

0.02

勧 LB せ ず

かんきつを含む木生果実, 10■

小果実,狭粟,染菜,十字
花村野菜.オリーブ,木の
実,うり研,メロン

その他の野鼠 J3肉.綿実 5★
-# 2.5+

勧 LIHせ ず

四 脱 化 炭 素 勧 岱 せ ず 勧 岱 せ ず

ク ロ ル デ ン 0.001

DDT 0.01

大形根菜.有茎燕菜 0.3●
小形根菜 (にんじんを除く)0.2●
うりm.パインアップル

てんさい,苅文机 果菜湖,0.1●
トマ ト スイー トコーン.

ポップコーン,

りんご.なし.もも.あん 7.0●
ず.小果実 (くさいちごを
除く),根菜を除く全野柴,
魚肉.矧勾
くさいちご.根菜 1.0●
おうとう,すもも,かんき 3.5●
つ,熱m果実

l

か･訟151 0.1+

前回と変更なし

爪内の浅田は大

部分皮脚内,他

の内矧 ま残田を

示さない｡

アルファ･ガン
マ両クロルデン
としてnlj定の こ

と.互紺tは土壌
舶 FT]によろもの
にか ぎろ

咋 乳 0･005●

乳撃望品(胴肪ペース)
0.2■

DDT,ODD,D

DE およびこれ

らの合計値

52000ントメジ

ダイアジ ノン

ジクロル ホス

デ ル ド リ ン

勧 告 せ ず

もも,かんきつ,十字花村 0.7暮
作物

その他の果実および野菜, 0.5*

肉琉 (脂肪ベース)

宋穀類 2.0書

未設類賀抑 -.生野光 0.3書

かんづめおよび杓雄野鼠 0.1●
かんきつ以外の災'R

野光および生果実 (かんき 0.1…

つを除く)

かんきつ,米 0.05…

木生果実, トマ ト とピーマ 2.0●

ンを除く野菜類

トマ ト,ど-マン 1.0●

可代の場合はジ
クロールアセ ト
アルデヒドの合
-1f爪を印/Dのこ
と

歪 瓢 別 譜 :L7:PT.,L･ニ話 芸

｡.2… い[.r【内切 (胴肪ペース)

ジメトエー トと
慨化同族体の合
計肌を報告のこ
と

43
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ジ フ ェ ニ ル l o･125 巨 )ん きつ 110 I 憎 巴紺 こ変妃

ジチオカー･バメ
ト,ジメチル
アーバム,
ラム,ジラ

勧 告 せず
FcDi嬉野離誓
物が2位以上の
場合はその合計
に通用

エンドサルファ ずせ告勧ン 勧 告 せ ず

二央化エチレン r勧 告せ ず 勧 告 せず

二氾化エチレン F勧告せず

へブタクロル

(ェポキサイド

を含む)

燐 化 水 素

0.0005

必 要 と せ ず

勧 告 せず

残留はエンドサ
ルフアンA,B
およびサルフェ
ートの合計とし

じゃがいもを除く根菜類, 0.1+

十字花村作物,たまちさ,

ほうれんそう戸の他fjS菜塀

全 乳 0.005★
乳製品(脂肪ベース)

0.125●
肉拭 く脂肪ベース)

0.2+
か穀斑 0.02★

野 菜 0.05*

宋穀類製品 (調理されるも 0.01

のにかぎろ)乾煉野菜.香

料

原料宋･a現 0.1

宋殻塀 0.5★

野菜野,小果実 (スモール 3.0-

フルーツ)

央化メチル i勧 告せ ず

MGK-2641'】勧 告せ ず

勧 告 せ ず

勧 告 せず

実FT]班田限外は

前回糊/Hより捗

正

規制については

報告flB参府

全 乳 0.004★
乳製品 (脂肪ベース)

0.1★
肉類 (脂肪ベース)

0.7★

乳製品に対する
残yI抑辞 _rLtを火
用紙留似 非に移
した

すす機水kl化合物 L勧 LJaせ ず

オキシジメトン
メチル

勧 岱 せ ず 勧 告 せ ず

1967年の会合では作業せず

パラチオン にんじんを除く野菜 0.7★
もも,あんず,かんきつ 0.5★
その他の生果実 1.0★

ピベロニルプト
キサイド
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:宋 穀 朝 20***:

o･03… 儲 霧 碧 懲 娼 箕警 810｢

前回鞭日出より
変出なし
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宋 ･R2 獄 3.0+
既望論者ITia適業㌍ 1･0+
木の災

+ 竹光LLlt 必JA竹 村は1970叩 6F]30口までに斑tuのこと

.+ 竹光lu'( 必-At托抑よ1971咋6F]30日までに弧 uのこと

.'+ 門出lIr( 他Titii托柑 よ1972咋6月30日までに弧 liのこと1) MGK126･1N-(2-ethylhexyl)bicyclo(2,2,I)hept-5-ene2.3-dicarboximide.

のサンプ1)ングの方法についても.班田虫の調ffは他

の允lV胡tfよりも,大正のサンプルを必要 とす るも

のであること,この点について Lykken (1963)21),

Lykkenctat.(1957)25),Sutherland(1965)28)の托

LBが役立つことを指摘し, また ISOの専門委員会が

行なう活動の結果に期待することとした.

7. 第 5回 FAO典薬残留専門家作業部会･WEO

農薬残留専門家委員会 (1968年)

この会合は1968年12月に閃他きれたが,和LIB出はま

だ入手されていない.

IV. FÅo/WHO食品規格委艮捻会の役割と活動

1. 食品規格車艮紐会 (Codex Alimentarius

Commission)の機構と機能27,28)

食品規格蚕貝稔会は1963年にFAOとWHOが食品

の消費者の粒朗を保迎し,かつ食品の交易に公正なtl一

行を保証するために.生鮮,加工食品を通じて,rVl口

別に国際的に適用しうる食品規格を作成するために設

けた機構である.委員絵会の下には食品添化物,食品

衛生,食品表示,一般原則,分析試料.出来残留の6

個の野門田項別蚕fl会 (Committee)と,ココア製品

およびチョコレート 油脂.魚研および水産製品,内

祝および肉即製品,馬肉.加工果実,野光,砂班など.

食品群別の蚕貝会がある.

表口総会と委員会は FAOおよび WHOの加盟諸

国政府に閲放されており,次に述べる各段階での討議

を通じて政府代表の参加と政肘のコメントを求め,負

品の規格を設定する.設定された規格は各国政府およ

び食品業者を拘束するものではないが,各国が受諾し

て,最初に述べた設定の趣旨を達成することを期待す

るものである.

委員総会 (Commission)がtit界的規蚊の規格を作

伐するには,次の10ステップを=7･･純としてとるように

tji:められている.

ステップ 1.

宏n総会がLu非的脱税の加納を作成すろことを決定

し,どの下部tnuJもしくは他のどの機関が作業するか

を淀める.

ステップ 2.

指示を受けた下郡横側または他の機矧ま,適当な国

11TJ阿印/a;!fより
と変iuなし

r郡槻矧 こよって行われた作業を考慮に入れて,｢暫定税

栴T.Jf架予椙(Proposeddraftprovisionalstandard)｣
を作成する.予稿はその下部機関または他の機関の試

長から,委員総会事務局長に送付される.

ステップ 3.

暫定規格苧案予稿は委員総会事務局からFAOおよ

びWHOの加盟国ならびに準加盟国,関係国際機関に

回付され.意見が求められる.

ステップ 4.

蚕fl総会の耶訪mは各国政府,関係国際機関等から

受ApEiした.Q比を.下部機関もしくは他の横田に送付す

る.これらの機脚は.碓せられT:忠兄を検討し,適当

とみとめた場合には ｢竹光励精 叩案-TJ桐｣を訂正する.

ステップ 5.

｢伸延奴即J喋 -I,mJはfJt拐用を経て ｢軒に規梢印

穿｣(Draftprovisionalstandard)として柁用され.

蚕fl総会に剛 IJされる.賓Ll総会はこれを ｢竹光規格

-/.'喋 ｣として採用する以717Lに.規約 TX1(a)にもとづ

いて;YILJi:された特別な下部機凹の.CT.兄を放するか.ま

たはこの1･･統さの5,7.8の段朋をとるi'1任を.その千古

tji:の下郡伐開に眠与することができる.

｢朽定規鰍■Jt窮｣はり【拐EJからFAOおよび WHO

のすべての加T.FJ鳳 ilti加iTLLL札 rj:1際機関に忠兄を求め

ろために回付きれる.

ステップ 7.

各国政府ならびに国際機関等から受訳された意見は

事務局から下部機関もしくは他の機関に回付され.こ

れらの機関はそれらの意見を検討して,適当と認めた

場合 ｢暫定規格草案｣を訂正することがある.

ステップ 8.

耶窃用は｢竹光BL榔7喋｣をTR'fl総会が ｢街定規柄｣
(Provisionalstandard)として採択すろよう,I.la凪

を付して.賓El総会に剛 .Jする.

ステップ 9.

委E:1総会で採択された ｢田淀規格｣は FAOおよび

WHOの加盟国.準加班【乱 および関係国際機関に回

付される.委員総会の加盟国は ｢暫定規格｣を公式に

受諾したむねを事務局に通告する.

ステップ 10.

｢暫定規格｣は,委員総会が十分な数の加盟国がこ
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れを受諾したと認めたとき,世界的規模の規格として,

コデックス Codexに登城される.

宏上1総会はこれまでに,次のように5回の総会を閑

糾した.各蚕員会は頻出に開触されている.

耶1ll11 1963年

郡2Iul 1964年 9月28日-10月7日 ジュネ-プ2の

耶3山 1965年 10月19日一28日 ローマ80)

W,'4虹11966年 11月7日-14日 ローマ31)

耶5回 1968年 2月20日一3月1日 ローマ82)

邦6回 1969年 3月4日一14日 ローマ(予定)

2. 長森残留委且会の設置とその活動

食品斑枯蚕fl総会内の農薬残留要員会は委員総会の

設斑とともに開設された模様であるが,最初はその磯

雄や宕任,FAOの忠英残留作業部会などとの関係が明

確でなかった.第 2回委員総会のさいにこの点が検討

されて,p.33に述べたように, この蚕員会は各回政

肘が.指名した政府代表で梢成され,FAOおよびWHO

加盟各国に公開されたものであり,個々の食品につい

て農薬残留の国際的な許容立を勧告すること,WHO

出来残留専門家蚕fl会の作文の持班として,国際fl易

に入る食品に蛇田が見出される投薬の陵先頃位表を作

成することを任務とすることが定められた.そして次

のように.これまでに3回の会合をオランダハ｢グで

D的lル た.約2回会誠にはわが国から厚生省環境衛生

用小E:i率乎課長が山I,lt,pした.

耶 Ikil 1966年 1月17-21日33)

那2tLl1 1967年9月18-22日 31)

邦3回 1963年9月30-10月4日30

3. 市1回会随の開催33)

邦 1回会議では蚕Ll会の任軌 残留許容虫設定の韮

本的方針が討論されたあと,FAOとWHOがその当

時までに取 りまとめた ADIと残留許容丘勧告矧 こつ

いての報告書を検討し,禾殻Wiにおける残留許容虫を

中心に討議が行われた.またFAO/WHO農英残留合

同委出会に要望する点薬の作業噴位を定めた.

蛇田許容血設定の手JlKiとしては p.34に述べた手続

きをqG'認し.個々の食品について,各国政府が受諾す

ろことを目途に班田許容血を勧告し,これを食品規格

禿山総会に付託して,これに対する各回の志兄を求め

ることとした.

1. 班田許容LLi没だの原則について :この謎超につ

いては当i務当Jnが FAO出典蛇田作業部会の邦2回会

合までに論議されたところにしたがって作成した原案

について検討されたが,全面的な承諾は得られなかっ

た.論議の過程で残留許容量を設定することは良薬の

班用を容認することを意味するもので,残留畠は最低

に抑えるべきであり,矧祭的に採択された分析方法に

よって判定できる水準以下に止むべ きであるという柾
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銘品な志兄も出たりした.これにBg過して米国代表から

残留許容塁を0に設定する (Zerotolerance)ことは,

良薬の誤まった班用を防止するには役立つという意見

もでた.しかしバックグラウンドを考えると蛇田許容

虫を0に設定することは問題であり,そのような吻合

には分析感度より大きくない伯の許容虫を設定すべき

であるとの意見に諮省いた.

また十分なお物学的資料や班留伯に幽するff料がな

い場合には FAO,WHO のt3g係委員会や作Tl部会は

残留許容塁を提案できないので,したがって食品規格

委員総会としても,残留許容丑を勧告できないという

ことになる.しかし後述するように,多数の田は一部

の農産物についてすでに奴習許容丑を設定したり,め

るいは設定を検討しているので,それらに国際的な統

一性をもたせるためには,暫定的にもせよ国際的な班III

田許容塁を設定する必要があるという見酢が打出され

た.

また奴田許容iiiについて混乱を生じないためには.

設定の時点をnj]確にする必要があることが指摘され,

食品や食品原料の輸入地点において許容しうる残留出

と,食品の消脚 寺において許容しうろ紙田山を区別す

るために,貿易または輸入時の残留許容Li(Tradeor

importtolerance)と消窒望者許容枕田虫 (Acceptable

consumerresidue)という用語を紋用するかどうか

について,各国政府に志向を府会したらどうかという

髄論も行われた.

2. 良薬の作業頓位の決定について :前記したよう

に ADIおよび残留許容丑を設定し,勧告すろさいの

良薬の唄位は FAO出来残留作業部会の節 1回会合で

も検討されたことがあったが,この会議でもこの日'lJ山

が検討された.そして (イ)次述(ロ)(Jl)を条件として,納
良 (Commodity)よりも食品 (Food)円の出発および

夏立田を検討すること.(ロ)良薬の種執 ま,鳳雛田易食品

に広 く班用されており,浅田を生じ,障'jJ･を与A.ろお

それのあるものについて,食品の消出虫を讃,個に入れ

て定めること,(,I)商業上,化学上,あるいはiu物挙上

すでに問題があり,あるいは閃艦となりつつあるn光

や商品を優先することを方針とし,第 9表のようなql

位表を作った.また第 1唄位の員炎については,立と

して資料を提供する国をあわせて定めT:.

3. 宋放熱 こおけろ紙留許容量の検討 :郡1田の会

合ではマラチオン.常軌 臭化メチル,二災化ェチレ

ンの禾放熱 こおける班田許容出が検討された.

マラチオンについては.プルジル,カナダ.フラン

ス,オランダ, トルコ,迎合王国.アメ))カ含水L乱

ソ連では貯蔵 コムギや禾故塀などを対象に 8ppmの,

フランスでは小麦臥 西独では穀粒について 2ppm

の,インドでは宋放熱 こ3ppmの 蛇田許容血をそれ
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那9出 企l.,tTI規格姦fl総会出兆残田姦fl会那1回

会合で定められた比黙作文唄位･k 33)
PriorityI

DDT アメー)力合衆凹

Iindane 迎合王【萱可

aldrirLanddieldrirL オランダ;迎合玉田が協力

heptachlor

malathion アメI)カ合衆Lig

carbaryl

hydrogenphosphide
(asderivedfrom aluminium phosphide)

ethylenedibromide アメ.)カ合衆国

methylbromide アメリカ合衆国

plperOnylbutoxide
pyrethrins

diphenyl

organicmercurycompounds
迎合王周;スウェーデンが協力

PriorityII

endrin
chlordane

parathion

dichlorovos(DDVP)
demetom-S-methyl
diazinon スイス

dimethoate
M.G.K.264
dithiocarbamates

endosulfan

carbondisulfide
carbontetrachloride

ethylenedichloride

註 :国名は賢料の提供を約射した悶

同 名 l

ブ ラ ジ ル

カ ナ ダ

チェコスロバキア

イ ン ド

オ ラ ン ダ

アメ1)カ公衆田

ぞれ設定ないしは設定を検討していた. 多くは FAO

出来残間作黙部会耶2回会合の報告に準拠したもので

あるが. このほかケニヤは 12.5ppmを設定している

ことが判明したが. この秀貝会は,FAO作業部会が

以Ll黙した8ppmをll;糾 禾拙矧 こついての勧告とするこ

ととした.マラチオンは他に果樹や野菜の栽培にも使

川 されるが.JJJA･'FがrtlL､し.また宋穀類では加工中に

分脈し炎JAすることが知られているので,禾穀環に 8

ppm の税印.Tr･容Iitを放出しても. 他の用途を排除す

ることにはならないであろうとした.

･TJ'-酸については,各Iilで.tk延または巧は 巾の数値が

郡10表のようにまちまちであった.しかしこの委fl会

は第3表に示した FAO出光禿rl会 ･WIiO放水城田

専門家委員会の第2回合同会議が捉黙したTl;(料禾･投獄

に対して 75ppm,小麦粉に対しては 7ppm を受諾

することとした.

E:̂化メチルについてはチェコスロバキア(怨桝).ニ

ュージランド (全食品)の 20ppm (柵機 プロムとし

て)のほかは, ブラジル, カナダ. 西 ドイツ. イン

ド,オランダ.迎介_'･t｢札 アメl)カ介米田がいずれ も

50ppm の蛇田.n･'ALfltを恐tji:し, またはそれを検討し

ていた.灸Ll会はFA0作Tt部会が以黙したあらゆる

和紀の柵機プロムとして 50ppmをll;桝 禾･Ei軌 こ対す

る訂料 ttとして勧1!け ろこととした.二災化エチレン

についても,｢J,'J様に 50ppmの班刑.Tr.布!ltを細粒する

こととした.

なお災化メチルと二災化エチレンを池じて,末分解

の化合物に対すろ ADIと.それにもとづく残田許容

Inは FAO,WHOの出光班田叫門家蚕fl会ならびに

FAO爪炎蛇田部会が.設定していないので. この間血

を中急にTrj検討すろことを要望した.

節10滋 各国における宋穀類に対する=rff酸の残留許容量33)

品 目 l許容量 (ppm)l 僻 考

禾 穀 類

おおひざ,とうもろこし,こめ,らい,こむぎ

殻 頬

禾 穀 類

穀 類

恐 粉

ップコーン
らいむぎ,

5

5

人UO
5

6

2

2

2

1

7

100
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なお以上の決定はステップ3の処理がすんだものと

して加盟国政府の意見を求めることとなった.

4. 第2回会議の開催31)

第 2回の会合は(イ)弟 1回の会合で定めた宋殻獄に対

する4超のくん糸剤の残留許容良案に対して各国政肘

から提出された志兄の枚討,(ロ)節3回 FAO投薬誠田

作業部会 (WHO£笠薬残留専門家蚕貝会と合同)が班

案した残留許容虫および犬用残留限界についての検討,

(,1)農薬作業頓位裂の追加,などが主要な作業であった.

(1) 前回に設定したマラチオンなど4超の農薬の禾

殻額に対すろ紙田許容虫の各国政府の志鬼の検討 :マ

ラチオンについては前回会合のさいに定めた 8ppm

(原料宋故籾)が各国政府によってみとめられたものと

し.食品如枯委員総会に対して暫定規格案として採用

することを出訴した(ステップ5).しかし--胃酸につい

ては西 ドイツ政府当局から輸入穀物に 5-10ppm 以

上の班別が検山されるのは例外であるので,前回捉示

された 75ppmを引下げることが要求され,ポーラン

ドからも小売包法の米に 75ppm を認めることはでき

ないという志兄が出された.しかし,結局 75ppmの

節米をステップ5にすすめることとした.また穀矧 こ

対する1-才椴の奴田許容出については原案の 6ppmを,

また災化メチルと二災化エチレンについては紙機層の

災訪;･として 50ppm の原案を,いずれ もステップ5に

近めろことが承認された.

(2)FAO土器薬蛇田作業部会 ･WHO出来蛇田将門

家蚕El会の報むく1966)とその検討 :この報告は節7髭

に示したように,アル ドリン,デル ドリンをはじめ,

多数のE3薬の ADIと蛇田許容出などを新たに提案し

ているが,それらについて検討が加えられた.

まずアル ド1)ンとデル ド.)ンについては放近の知見

をとり入れて 0.0001mg/kgと捉案されているADI

の伯を残田超性合同委員会に再検討を要請すること,

火用紙田取掛 こついて各国政府の志向を府会する (ス

テップ3)ことが申し合わされた.

この会合に提出された各国の意見には,邦11表に示

すように,アル ドl)ンとデル ド])ンの実用蛇田限肘山

にかなりの帽がみとめられた.

カーバ.)ルについてはiu性に関する新しい知見が和
られており,また lUPACがこの化合物の化学的性TI

および終局生成物の研究を検討しているので,蛇田合

同要員会に対して,次回の合同委員会のさいにこれら

の点を含めて検討することと,馬肉における奴矧川比

を検討することを要望することとなった.DDTにつ

いては,ADIと残留許容虫がDDTだけで検討されて

いるが,DDD,DDEも加えて検討すべきことを粥蛸

し くこれは次の合同委員会で修正 された.耶8出参

舵).また原提案について各国政府の意見が求められ

た.第7表に示したように果実と野菜についてGi案は

1.0-7･Oppm の蛇田許容虫を提案しているが. ベル

ギー, ドイツ,オランダなどは1.0または0とすべL

という志兄を出している.一方牛乳に対する戎田許容

限界は原案 (0.005ppm)より高い伯を変調する芯LL
が多かった.また委員会としては野矧 ま一括せずに,

グループごとに分けて残留許容虫を設定するように公

訴することとなった.

ジフェニルについてはかんきつ塀における110ppm

の残留許容虫が承認され,臭化メチルおよび二臭化エ

チレンの残留許容虫については特に意見はなく,ステ

ップ3に進められた. リンデンについては原案がみと

められたが,αおよび β只性体の班留にも留意する

よう要言肋,'あり,新たに卵,卵茄,牛 ･豚脂のにおけ

る残留許容虫や米用残留限界について数カ国からu炎

があった.燐化水射 こついては原案では班別Fr･'8iltは

1日定位とされていたが,この残田は洗液などの拙作に

よって容易に取除かれるので,一暫定'とする必At'はな

いことが指摘された.マラチオンについては,新たに

捉案された残留許容正のうち,禾穀郊出品を除外 し

邦111H z持しその他の食品におけるアル ド])ンとデル ドt)ンの実用残留許容限外 (暫定)に対する各

凹の芯兄sl)

1)空白欄は志見なし

2)食品規格要員総会節 2回農薬残留要員会で新たに提案されたもの,空白欄は研究を'出するもの
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て,ステップ3に逃めることとした.イJ機水弧化合物

については.迎合王rfqとスエーデン代IJlから詳細な賢

料の地 目があり.口水越米には多iilの水鎚が検Luされ

ろことが脚的され,ロ水代出は近 く水鎚刑の肘 日を!,5

止する.la図のあることを細介した.ピレト.)ンとどベ

ロニルナ トキサイドについては11,I(案のままで採択 され

ステップ3に誠められ ることとなった.

(3)出典作某Wi柁･Jlの追加 :那9誠にかかけた噸位

･JZのうち,郡2唄位のエン ド.)ンについては.広汎な

iu牡の研兜が火施 されているので,同項位から削除さ

れた.また郡12表のように第皿一第 Ⅴ噸位表が作成 さ

れ そのうち節Ⅱ,Ⅳ唄位の農薬については,資料蒐

ui担当国が定められた.第 m表には殺虫剤のみが含ま

れているが.これはFAO/WHO盟薬残留合同委員会

が作業をすすめるのを容易にするためである.郡Ⅳ,

V唄位安はそれぞれ殺菌剤と除f:i-刑のみとなっている

が,今後出井の開発や班IT)の動向によって.他のもの

を加えうるものとされている.また合同禿n会がこれ

らの出井について作-Ttを進めるに当たって.WHO代

出は誠にかかげられた凸矧 こついて各国円の製造菜者

を明 らかに したい ことを,FÅo (段燕残 留作業 部

会)代表は各作物におけるこれ らの良薬の班用割合,

および加工過程における残留の消失について,各国政

府か ら資料を収弧することを要言指した.

(4) その他 :残田許容虫を食品の生産か ら滑空は で

のどの時点を対象に設定す るかについては前回の会合

で,輸入時点と消印 寺点の両論があ り,多 くの代表は

国際的食品については輸入時点を対象としたものだけ

でよいとい う怒兄であったが.結局,約人,消孜のい

ずれの時点 も含めて,｢施行｣(enforcement)の時点

を明示して火鮎することでr解か ､た.

また各食品を池じて出来残田の1,TT.取丘を評定するの

に.これまで米国で調正された郡9十分位消費虫が班

IT]されてきたが,オランダ代表はこの値が食物円取虫

の放告の ものではな く世界的に通用す る第 9十分位は

現在利用できないこと,近い将来利用できろように も

ならないであろうし,またこの数値は種々の食品を摂

取するさい個々の摂取虫が相殺されろことを考慮して

いないので,これを採用することは.残部Fr･容皿に新

たな安全要素を加えろことになると獅柄した的.この

.Q兄に対してカナダ代出から批判的な芯化も山たが.

茶El会としてはどのような食物13日払 tの肌をとるのが

現'Ji的であるかを.FÅo/WHOだ王水蛇田合同禿貝会

の検討に19T_/ねることとした.

5. 市3回会技の開催38)

郡3回の公訴では那2回と同様,FÅo/WHO農薬

残糾合rLl]_TJfl会から回付された ADIと残留許容量,

天川蛇田限糾 こついて検討が進められ,すでに食品規

格安山総会の手で食IrJ一別柄としての作男がすすめられ

ている班刑Fr.相和こついては.45rIに述べた11.･拭 きに

印Iiじて.絹次のステップへの作男がiLBめられた.また

出兆の噸泣出に検-JJ.をJutlA..郡Vml1位の出三相こついて

は分粒tigが起められた.なお同咋121]に閃帆を=(,延 さ

れているFAO/WHO出光蛇田合同委H会に出_qげ ろ

.ylfJl'lを検討し,整fFiEした.

(1) 残留許容員設定作業の進歩 :原料宋恐籾におけ

るマラチオンの 8ppm,原料禾穀類 における-71'･酸 の

75ppm,穀矧 こおける青酸の 6ppm,原料未設額にお

ける臭化メチルおよび二臭化エチレンによる臭素 イオ

ンの 50ppmはステップ7の段階の討議が行われ,育

酸の原料禾穀類における 75ppmの残留許容量につい

ては ドイツやポーラン ドの皮対があったが,原案のま

まステップ8に進められることとなった.

前回の会合でステップ3に進められた残留許容塁に

ついては.各日司の.Q兄を入れてステップ4の討論が行

われ,ほとん どが原'lT:通 りステップ5に進められた.

各回か ら捉Illされた.=巾u兄のユ三なものを挙げると.

(イ) かん きつにおけるジフェニルの城田許容凪 ま数

力矧 こおいて 70ppm を他行していること.

(ロ) マラチオンの射光 (かん きつを除 く), 乾燥宋

火. 木の火にわける 8ppm の蛇田許容血については

ベルギー.西 ドイツ.フランス.オランダ.ポーラン

ド.スイスが休mしたが.大Jj9としては耶窮のままス

テップ5に池める.

(A) マラチオンのかん きつ矧 こおける4ppmについ

て,トルコ代JZは｢']rigではかん きつの生掛 こ5ppmの

残m許容_nが必-Aiであると発召したが,西 ドイツやフ

ランスの代滋は 4ppm で も拓す ぎろと主張した.し

かしこれ も大矧 ま原案過 りの許容虫でステップ5に移

ることとなった.また難文における6ppmについて ト

ルコは8ppmが必要であるとしたが,一万ベルギー,

西 ドイツその他の欧州諸国は 3ppm とすべ きである

と主張した.しかし これ も原案の 6ppm で ステップ

5に進められた.

(i) 臭化メチルおよび二央化エチレンによる災苅 イ

オンの蛇田は一敗に恐妃が揃いとい う怨兄が強 く.ベ

ルギー.西 ドイツ.オランダは 50ppm以上の設淀に

ついては侶皮を伽即した.しかし.いずれの.r171日も原

案 (邦 8滋を見よ)追 ()で,ステップ5に進められる

こととなった.

(ホ) リンデンについては,2,3の代表を除いて原料

禾穀類に垣技使用することを好まず,0.5ppm とい う

暫定許容量は,農薬残留合同委員会に差戻して再検討

を要請することとなった. また小果実 (smallfruit)

の範囲があいまいであるとの指摘があ り,これに関連

して食品規格委員総会毘薬残留委員会が食品の分塀 1)
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第12表 食品規格委員総会投薬残留委員会における残留許容量と実用残留限界の設定作業の

進歩状況と設定値35)

化 合 物 l 食

1. アル ドリン

デル ドリン

原料未設璃 (米を除く)

果実 (かんきつを除く)
かんきつ
野 菜
全 乳
乳製品 (脂肪ベース)
獣 肉 (脂肪ベース)
卵 黄

2. カーバリル

3. ク ロ ル デ ン

(土壌処FJ!によ

る班矧 こ似る,

アルファとガン

マの合計†血)

未設戟 (米を除く)
栄
果実 (メロンを含む)
野菜 (築粟を除く)
東宝 菜
十字花村野菜
うり斑
オリーブ

水の火斌
納 火
.Iニゝ 内
獣肉 (脂肪ベース)
乳製品 (脂肪ベース)
かかお豆とその製品

i上 限 位 去限値50日 望妄ッ讐

↑
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
↑
↑
↑

3
3
3
3
5
5
5
5
4

fa-)

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
如
.如

如

原料未設頬
スイートコーン
ポップコーン
(野光獄(d))
大形枇野菜類
小形板野来期 (にんじんを除く)
#主菜類
茎兼斑
てんさい
爽災難 (爽全体として)
トマト(近緑作物)
うり斑
架尖(d)
柴菓斑
パインアップル

3
2
3
3
1
1
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0

1

2

0
.
0
.

T
T
T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T
T
T

T

T

T

T

4. ダイアジノン

5. ジクロールホス
(ジクロールア

セトアルデヒド
含1j-IEltを吋舵な
かぎり軸LIBのこ
と)

果実 (もも,かんきつを除く)
もも
かんきつ
野菜湖 (十字花村を除く)
十字花村野菜
獣肉 (脂肪ベース)

原料禾投獄
宋恕獄出品
野犬 (かんづめおよび冷視を除く)
かんづめ野犬
冷淡野菜
果実 (かんきつを除く(d))

6.DDT

(DDT,DDEお

よび DDEの蝉

独または合計)

50

果実 ((d))
りんご
な し
も も
あんず
果 菜
くさいちご

5

7

7

5

7

5

0

0

0

0

0

0

3
3

1

1

1

2

0
0

0

0

0

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T
T
T
T
T
T

T
T
T
T
T
T

3
3
3

3

3

3
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おうとう
プラム

かん きつ

熱弓は火火
uTf渋 く削TITf光を除 く)
枇野yT'
Pu内 (胴肪ペース)

エ1内 (JJFJ肪ペース)
瓜
全 乳
乳別.Tl

木の火 (か らを除いたもの)

卵 茄
かかわ豆とその製品

7. ジメ トエ ー ト
(残留はジメト

エー トと酸化体
を含む)

樹生来実

野菜現 (トマ ト,ピーマンを除く)
トマ ト
ピーマン

8･ ジフェニル lかんきつ架宍

9. へブ タク ロール

とエポキ サイド

(梯子および土

地処理に限ろ)

T
T
T
T

T
T
T
T

原料禾恐現
野菜別 (下記を除く)
根野光煩
てんさい
にんじん
P.3鈴繁
十字花科作物
雅文 (玉ちさ.ほうれんそ うを含む)
以内 (脂肪ベース)
全 乳
乳製品 (脂肪ペース)

10. ェチオン 】獣 肉

ll. 二臭化エチレン l無機臭素を見よ

12. 胃 酸

13. 燐化水菜:I

14. 餌機貝苅

(誓 言詑 讐物)

原料禾殻祝

殻 粉

原料宋投獄
宋故琉製品 (調FT!されるものに似る)
乾煉野菜
香 料

l

15. リンデン

原料未設刑
宋･a獄製品
米実 (下記を除 く)
アボカ ド

かんきつ
くさいちご

乾燥野菜 (下記右除く)
乾燥なつめやし

乾燥いちぢく

乾燥 もも ,
乾放プルーン
乾ぶどう

LLi兆 ･石村
乾蛾_T1--(･
かかわ豆とその烈lVl

Tl;料 宋･n現

小米火朝
野先例

nt内 (脂肪ペース)
fLl肉 (脂肪ベース)

卵 -nl
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pRL
等

pRL
pRL
等

TT
pRL
pRL
p

↑
↑
TT
TT
TT
TT
TT
TT
T
EE
m
TT
TT
TT
↑

3
3
5
か
.一叫
5
5
5
5
5
5

8
か
｢
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
一叫
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全 乳
乳製品 (脂肪ベース)
かかお壷とその製品

16. マラチオン

17. 災化メチル

18. パラチオン

原料禾穀塀
宋穀類製品
果実 (かんきつを除く)
かんきつ
乾煉果実
野菜 (染菜を除く)
茄 菜
木の実
肉 (脂肪ベース)

T
T
T
T
T
T
T
T
T

無機臭素を見よ

野菜撰 (にんじんを除く)
にんじん(d)

果実 (下記を除く)
も も
あんず
かんきつ

19. ピベロニルプト

キサイド

20. ピレトリン

原料末投獄
かんづめ用架突
乾炊果実
乾燥野菜
油料種子
木の訣三

0
8
8
8
8
8

2

原料禾穀類
かんづめ用果実
乾燥果実
乾燥野菜
池料桂子
木の火

TT

TT
TT
TT
TT
所

TT
TT
TT
TT
TT
所

TT
TT
TT
TT
T

3
3
3
3
｢

L

5
5
5
5
5
5

証 Tは班田許容虫,TTは暫定蛇田許容虫,pRuま実用残留限界を示す

(a)は1968年の FAO/WHO出来蛇田合同会誌で検討されろもの

O))は FAO/WHO盟兆城田合同会,故で雑記を求めるもの

(C)は今回の会談で誤まって除外されたもので,食品規格出英残37委員会で確認さるべきもの

(d)はIT,u界他についてまだ斑案がないもの

(e)FÅo/WHO合同会談で限界†伽 ,'設定されるもの

ス トを作り.前記の合同安貞会に送付することとなっ

た.乳製品については実用残留限界は 0･lppm の原

米を o.2ppm に高めよという要請が強く,西 ドイツ

はこれに反対したが,委員会としては 0.2ppm に変

出してステップ5に進めることとした.またこれに関

辿して全乳申の火用蛇田限界 も01004ppmから0･008

ppm に砧めて.ステップ5に進めることとなった.

(･1 へブタクロルとそのエポキサイドの城田許容虫

については,デンマークとスイスの代表から.灸柾野

菜については蛇田許容血を設定せずに実用城田限界を

設定する方がよい.という怨兄が提出された.一方オ

ランダと西 ドイツの代滋から,板野菜獄には0.05ppm

とする (原案では他の野菜類とともに0.1ppm)こと

が,カナダ代表からは根菜類からてんさいを除外する

ことが要言指され,後者は委員会で合意された.この修

正を除いて,残田許容良は蝦野菜 (侶鈴響およびてん
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さいを除く),十字花科作物,たまちさ,ほうれんそう,

その他fjS菜に対して0.1ppmとしてステップ5に進め

ることとなった.実用残留限!糾こついては全乳 0.002

ppm,乳製品 0.025ppm (脂肪ベース)の両&ともに

引上げを要求する意向が多かったが,一応Tl;(炎のまま

ステッップ5に進めることとなった.

(ト) ピレトリンの残留許容塁の提案 (節7誠)はそ

のまま承認され,ステップ5に進められたが,オラン

ダ代表よりピベロニルプトキサイドの宋殻矧 こおける

奴田許容丑は 10ppm でもよいのでないかという芯地

が出され,決定を田保する国もあったが,一応rlihLで
ステップ5に進められた.

なおFAO/WHO出非蛇田合同盃fl会の1967坤の会

議から回付されT:残田許容出,失17]残官似 非(耶8誠)

についてはステップ2の段階として討議が行なわれた.

これらの中には食品規格委fl総会出来蛇田禿山会の安
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邦を入れて担架が惜11されているものもあった(那7,

8出を比恨せよ).

mPI11および今回の礼駅を迎じて.この企打一規柄安土1
総会n黙城田衣n会が到適した成井王を次ホすると.-(lTJ

mの郡122そのようになる.

(2) 見逃の作Tl噸位について :E?<茄の作男噸位につ

いては小安El会を設けて検討された.その純米班留1."J

応が現Tl:し.ril際的な摘品取引にかなりの励t.T.(の膨甥
を与えるか.公衆探触上関斑となるか,あろいは閃皿

を生じつつある出薬を密先するとい う方針が椛認さ

れ 佃LT:.)ストを検討して FAO/WHO忠薬残留合同

会矧 こ送付することとなった.そしてある良薬をこの

I)ストに挿入することを希望する政府は,(イ)貿易や公

衆の保馳 こ形轡を与える残留問題の現状についての記

逮,(I,)良薬化合物(ISO名称まT=は化学名).(̂)国際貿

易品目と残朝凪 (i)その出来を佼mすろ必要性 (回内

にすでに存花し,または新たに侵入した病苫虫の防除

ならびに輸入同の机物検疫要求耶項に合致すろために

行なう防除など),(ホ)残田のTU性についてmmlな兄可視

をつけて食品規格蚕El総会瓜非残刑責fl会に捉Hげ ろ

ことが巾し合わされた.

なお前回の会議で定められた噸位表に検討が加えら

れ,第3噸位表にあったエンドー)ンは節 5唄位表に移

された.またスイス代表からはチオメトンとホルモチ

オンを節3噸位表に加えるよう要望があったが,放水

残留合同会議には検討する時W的余裕がないという理

由で採択されなかった.また迎合王国の代表からクロ

ロプロビレー トとクロロベンジレートは苅変でないの

で削除すべLという提案があったが.すでに作業が速

められているという理由で,削除は否決された.

郡4噸位誠については.オランダ代表の要求によっ

て市税均化合物が邦5噴位表に移されたほか,新たに

8£芝紫が追加された.また郡5噸位表についても8左蓬

薬が追加され,その結風 邪 3,4,5唄位表は節13表に

示す迫りのm成となった.

郡13糞 食品規格員薬残留委員会 (第3回)が定
めた盟薬別作業噸位表35)

PriorityListIII

azinphosmethyl

phospllamidon
ethyleneoxide
leadarsenate

calcium arsenate
ethion
dicofol

fenchlorphos
dioxathion
ruelenelt
chlorobenzilate

chloropropylate
coumafos

oxythioquinox

binapacryl
dinocap
quintozene
dichlofluanid

captan
folpet
difolatan

PriorityListIV

西 ドイツ

アメリカ介兜ril
〟

四 ドイツ

アメI)カ合允rlq
〝

〝

ortho･phenytphenoland p
sodium salt 〝

parathionmethyl 〝

toxaphene
formothion
thiometon

diphenylamine

ethoxyquln
thiabendazole

〝

スイス
〟

アメリカ合衆国

カナダ

オーストラリア

hexachlorobenzeneO)l 〝

(rqY,はそれぞれの出灘について･t･ノグラフを択llげ

ろ同)

PriotityListV

atrazin
SlmaZln

promethryn
barban
di･allate

paraquat
diquat
2,4-D,

2,4,5-T
pyrazon(PCA)
endrin

organotincompounds
methylbronuron

スイス
〝

〟

西 ドイツ
カナダ

迎合王国
〟

アメリカ合衆同
〟

西 ドイツ

アメ.)カ合衆riq

オランダ

スイス

fluometuron 〝

chloroxuron 〝

chlormequat オランダ;西 ドイツ協力

d豊.o‡.og;SSeannee)糊 浅t:は甲 物 オランダ
(国名は作業の可否を判定する資料を提供する国)

Ⅴ.結 田

FAO が瓜薬残即の規制について.氾初の馴 つ家会

釈を剛 机.てから.木印でTTLくも10印を迎えろ･瓜初

の数LTIT11口は.瓜三tB蛇田を規制する脚 lJの7FE'立や.作T3

帆~芋の設r/i:にかなり多くの口時を空でした.しかしその

間一両では出兆残刑1析即 ‡の口覚ましい巡少があり

それに支えられて.出兆税印の牲汎 祥軌 残印爪に

っいて多くのだ料が4fJられ.他両ではtLE好各国におけ

る一般的なMLChが高まった緑札 1965年頃からは,班

留許容量設定の作業 も一一応軌道に乗ったと′みることが

できよう.

しかしながら,第8表や第12表に示したところでも
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明らかなように,残留許容畠が設定 された員薬の種類

やその対象となった食品はいまだにきわめて限定され

ている.FAOや WHOの関係委員会や作業部会の作

･Tl他力には限度があるので,作業頓位表に記載されて

いるエ宏出熱 こ限っても,ADIや残留許容立を設定

するには.なお数年を変するであろうし,それ も主要

企lrJlにmlii:されるおそれがある.

--JJ'企lVl規格委fl総会良薬残留委員会での討議に見

られろように,FÅo/WHO の合同委員会から提示さ

れた班F江(.Tr.容皿矧 こ対しては,地域により,また生産

rLlときrrj紺 lほ で.かなり異なった意見が提出されてい

ち.出光の利用状況が異なれば,残留の実態は当然異

なるであろうし,それに対応して,残留許容量を設定

するのにi'd･なった水準が主張されるのは当然であるが,

場合によろと,例えば出産物輸入抑止の政辞に,残留

.TF容Iitが.TAUr]されないともかざらない.

E3此奴何問Lblが食品規格設定の一環として食品規格

遜上1総会で取 り科 J'られてから,ADIや残留許容丑設

Ii:のL止初の決起は,この蚕Ll総会でなされろようにな

った.ここで旺志しなければならないことは,アメ))

JJ. ドイツ,迎合王国,スイスなど主要良薬生産国は

J'_Ill_q円の出兆企菜が開発した出来の残留許容虫の設定

作Tiについて,机極的に食品規格委員総会に協力して

いることである.

近咋わが国の出光企菜は輸出の増大を目指して大 き

fLI射ノJを払っているが.新規開発良薬の安全性につい

て.Jlqm的な段階での休証が必要なことは,あまり白

光されていなト､ように･rilわれる･忠勤 }'自国内で消貿

されろ出超物の生超 ･貯蔵に多く班用されることはい

うtitでもないが.今後の投薬伯山先は出産物を主要な

外1号越futTとする開発途上国であり,しか も,その出

超物は【dI現れ易の対象となる品目が多い.このような

出超物を対象とする場合に,国際的な水準で安全性が

碑認されている良薬が俊先して使用されることは自明

である.したがって,今後わが国の段英企業が新たに

開発するn薬品目をもって,輸出の振興を図るとする

ならば.政府と協力して,食品規格委員総会に抗極的

に鋤らきかける必要がある.

ISI･'Jで述べたように,わが国円でも残留許容虫の設

定作Tiがロ臼始されていろ.まだ紺についたばかりの段

階であるので.その作Tiの血石については批評をさけ

るが,個々の企HrlFl品目について断片的に残留許容iiiを

設定するよりも主班な食品.主要なn薬について包括

的に残留許容正を設定するよう.作業をすすめる必要

があることは指摘しておきたい.また残留許容量設定

の作業のほかに,全食事調査を実施して,点薬残留の

摂取実態を明らかにすることが,今後,残留の規制に,

どれだけの時日をかけて作業を計画的にすすめてよい
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のかを知るために必要と考えられる.
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